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決算特別委員会  １０月２日（水）         開 会 １０時００分 

 

審査の経過概要 

 

（市民環境課入室） 

○認定第１号 平成３０年度阿久根市歳入歳出決算認定について（一般会計） 

仮屋園一徳委員長 

昨日に引き続き委員会を開会します。 

認定第１号を議題とし、市民環境課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

松田市民環境課長 

それでは、認定第１号平成３０年度歳入歳出決算認定の市民環境課、三笠支

所及び大川出張所の所管事項について御説明いたします。 

初めに、主要事業の成果説明書の中から主な事業を御説明します。 

主要事業の成果説明書の２２ページをごらんください。 

２款３項１目通知カード・個人番号カード関連交付事業でありますが、決算

額１６６万４千円のうち、国庫補助金が１６０万６千円であります。事業実施

状況は、平成２７年１０月からこの制度が始まっております。平成３１年３月

末日で２,６９４名の方が個人番号カードを受け取られております。個人番号

カードの普及率は１２.８％であり、普及率が低いですので、広報などのお知

らせや今後も月１回の日曜日の開庁など普及啓発に努めていきたいと考えてお

ります。 

２３ページになります。４款１項４目小型合併処理浄化槽設置整備事業であ

りますが、決算額２,７３９万９千円であり、国庫補助金が７４０万３千円、

県補助金が７１９万２千円であります。平成３０年度の事業実施状況は、５人

槽が６５基、７人槽が１１基、１０人槽が１基であり、合計で７７基を整備し

ております。７７基のうち、７基が単独浄化槽の撤去を行っております。汚水

処理人口普及率は５２.６１％であり、前年度から１.６５％上昇しましたが、

県内では普及率は低い状況でありますので、令和元年度市補助金の改正を行い

ましたが、今後も汚水処理人口普及率の向上に向け取り組んでまいります。 

２５ページになります。４款２項２目廃棄物及び資源化ごみ収集業務委託で

ありますが、決算額８,３５３万６千円であり、その他収入の内訳９４９万６

千円は、１９款５項４目の雑入であります。廃棄物及び資源化ごみ収集業務委

託は、家庭からの可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみの収集運搬及び処理業務を行

っております。この事業は、家庭系一般廃棄物収集運搬業務総合委託や資源ご

み中間処理業務委託などが主な事業であります。家庭系一般廃棄物収集運搬業

務の平成３０年度実績は、可燃ごみ３,１５４トン、不燃ごみ２６０トン、資

源ごみ６０８トンを収集運搬しております。今後も分別の強化を図るなど、さ

らなるごみ減量化に取り組む必要があると考えております。 

２７ページになります。４款２項２目生ごみ堆肥化事業でありますが、決算

額２,２８８万１千円で行っております。平成３０年度からは１区追加し、市

内６３区で実施しており、３０年度実績は家庭系生ごみが４５５トン、事業系

生ごみが６１１トン収集しております。生ごみ堆肥化事業実施以前の平成２５
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年度と可燃ごみ量を比較すると、２０％以上削減され、ごみの減量化が図られ

たことから、今後はさらに可燃ごみの減量のために、事業の周知、啓発を行っ

ていきたいと考えております。また、生成された堆肥の普及についても、平成

３０年１２月から密封した専用袋で利用してもらっていますが、市民などの利

用者から使用しやすいなどの報告を受けており、より一層の周知を行って利用

者がふえるように取り組んでまいります。 

次に、決算に関する説明書及び事項別明細書に基づき主なものについて御説

明いたします。なお、先ほど御説明いたしました主要事業つきましては、省略

して説明させていただきます。 

事項別明細書は２３ページ、決算に関する説明書は２９ページをお開きくだ

さい。２款総務費１項９目支所及び出張所費で、支出済額４２１万４,３８２

円の主なものは、１節の報酬及び４節の共済費であり、これは、嘱託職員２名

分の人件費であります。 

次に、事項別明細書は２４ページ、説明書は３０ページになります。１項総

務管理費１５目諸費の１１節需用費支出済額１万２,７０３円は、自衛官募集

事務に係る事務費であります。 

次に、明細書は２８ページ、説明書は３２ページになります。３項１目戸籍

住民基本台帳費になります。予算現額４、６１８万８千円に対し、支出済額４,

２５８万８,８８１円であります。１節の報酬７００万３,２００円は、窓口事

務担当嘱託職員４名分の報酬であり、２節給料から４節共済費は職員人件費で、

共済費には嘱託職員分も含んでいます。１１節需要費の７２万６,９４３円は、

本庁及び支所の戸籍住民基本台帳事務に関連する書籍や各種証明書等の用紙な

ど事務用品が主なものであります。１８節備品購入費の１９万８０円は、窓口

用の契印機を購入したものであります。１９節の負担金補助及び交付金の２５

６万１,８００円は、川内人権擁護委員協議会負担金及び通知カード・個人番

号カード関連事務交付金が主なものであります。不用額の２６０万７,２００

円の主なものは、個人番号カード交付事業の実績による減であります。 

次に、事項別明細書は３３ページ、説明書は３６ページになります。３款民

生費１項４目国民年金費で、予算現額は８３９万２千円であり、支出済額は８

１６万９,９７６円であります。１０万８千円の増額は、負担金補助及び交付

金の年金システム改修に伴う増額であります。２節給料から４節共済費までは、

職員１名分の人件費であります。１９節負担金補助及び交付金の２４万円は、

年金システム改修負担金及び九州都市国民年金協議会などの負担金であります。 

次に、事項別明細書は３８ページ、説明書は４１ページになります。４款衛

生費１項４目環境衛生費で、予算現額３,９３９万円であり、支出済額は、３,

２２５万３,６２７円であります。１節報酬１７５万８００円は、不法投棄等

監視・指導監視員１名の報酬であります。７節賃金１４１万５,２００円は、

事業所ごみ分別対策臨時職員の人件費であります。１１節需用費４２万１,４

９５円の不用額は、ヤンバルトサカヤスデまん延防止対策の薬剤購入が少なか

ったことであります。１３節の委託料３９万７４４円は、波留区の鷲ヶ峰墓地

内立木伐採業務が主なものであります。 

事項別明細書は３９ページになります。１９節の負担金補助及び交付金２,

７４７万８,５００円は、小型合併処理浄化槽設置者７７名への設置補助金で
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あり、主要事業で説明したとおりであります。 

次に、５目公害対策費で、予算現額５８万８千円に対し、支出済額５７万９,

３０９円であります。１３節の委託料５７万７,８００円は、河川の水質検査

及び自動車騒音調査費であります。 

説明書は、４２ページになります。次に７目葬斎場管理費でありますが、予

算現額２,３０３万５千円に対し、支出済額は２,２９０万３,９４１円であり

ます。１１節需用費の修繕料は２２５万７,２００円で、非常用発電機蓄電池

取替修繕及び基金事業で火葬炉設備修繕を行ったものであります。１３節委託

料２,０６１万４００円は、指定管理者の管理委託料及び葬斎場個別施設計画

策定業務であります。 

次に、２項１目清掃総務費で、予算現額２０７万９千円に対し、支出済額は

２０２万７,８４０円であります。１９節の負担金補助及び交付金２０１万９,

２００円は、有価物売却利益の３０％以内の範囲内で各自治会に交付した循環

型社会形成推進助成金１,９４４,０００円と電動生ゴミ処理器購入など６件に

補助したものであります。 

事項別明細書は３９、４０ページになります。次に、２目の塵芥処理費につ

いて説明します。予算現額４億３,０５８万６千円に対し、支出済額は、４億

２,７３８万６,４９５円であります。４節共済費４５万４４７円、７節賃金２

８０万円は、海岸漂着物対策推進事業で雇用しております臨時職員２名分の共

済費と賃金であります。 

事項別明細書は４０ページになります。８節の報償費３４２万４千円は、市

内１０８カ所のリサイクルステーションにおきまして、環境美化推進員１１７

名に対する分別指導立ち合い謝金が主なものであります。ひと月２,５００円

の報酬でお願いをしております。１１節の需用費１,１７９万１,０４３円の主

なものは、指定ごみ袋８種類の購入費であり、不用額２６９万３,９５７円は、

指定ごみ袋の購入実績によるものであります。１３節の委託料１億３,２８７

万７,９３５円は、説明書の４２ページに記載してあります資源ごみ再商品化

業務のほか、８つの業務委託料であります。次に、１９節の負担金補助及び交

付金２億７,５９９万３千円は、北薩広域行政事務組合へのじんかい処理費と

リサイクル処理費の負担金であります。 

次に、３目し尿処理費の支出済額５,７５０万２千円は、北薩広域行政事務

組合へのし尿処理負担金であります。 

以上で歳出の説明を終わります。 

次に歳入について御説明いたします。なお、歳入については、決算に関する

説明書で説明をいたします。 

９から１０ページをお願いします。１２款使用料及び手数料１項３目衛生使

用料は、備考欄にあります墓地等の電柱の占用料が１万８,３４４円、葬斎場

使用料が１４８万６千円となっています。 

１１から１２ページをお願いします。２項手数料１目総務手数料の中で、当

課所管分、三笠支所及び大川出張所分として、戸籍住民基本台帳手数料が９６

５万４,３００円であり、内訳は備考欄のとおりであります。３目の衛生手数

料の中で、清掃手数料として１,５８３万５,３８０円は市の指定ごみ袋売却代

金であります。 
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１３から１４ページをお願いします。１３款国庫支出金２項１目総務費国庫

補助金、当課所管分は社会保障・税番号制度システム整備費３７万８千円及び

個人番号カード交付金事業費補助金２３８万７千円であります。３目衛生費国

庫補助金は、小型合併処理浄化槽設置整備事業費７４０万３千円は７７基分の

補助であります。２目民生費委託金の中で、社会福祉費委託金３９７万２,５

６７円が国民年金事務費であります。 

１５ページをお願いします。１４款県支出金２項３目衛生費県補助金の中で、

小型合併処理浄化槽設置整備事業費としての県補助金が７１９万２千円であり、

１６ページになります、環境保全対策事業費２,３３９万５千円が、海岸漂着

物対策事業に関する補助金であります。 

次に、１９から２０ページをお願いします。１７款繰入金１項４目市有施設

整備基金繰入金の４億４,８５９万８千円のうち、市民環境課分は４４０万円

であり、葬祭場管理事務費へ繰り入れたものであります。 

次に、２１ページをお願いします。５項４目雑入のうち、市民環境課所管分

として、雇用保険料で市民環境課、三笠支所、大川出張所分は４万１,２９２

円であり、下から４番目の私用電話料その他分で、三笠支所分が８,７６０円

であります。 

次に、２２ページをお願いします。上から５行目のコピー使用料の当課所管

分は４,６９０円になります。７行下になります資源ごみ有価物売払代として、

６８４万８,５７３円であります。下から１０行目の、再商品化合理化拠出金

７,５８０円、４行下の有償入札拠出金１６８万９１４円であります。 

２３ページをお願いします。上から９行目有料広告料は、可燃物ごみ袋約６

０万枚に広告を導入した収入４０万円であります。６行下の過年度分小型合併

処理浄化槽設置整備事業補助金の返納金３３万２千円でありますが、平成２９

年度に申請があり補助金を交付した案件について、補助金交付要綱第３条第５

項の１年以内に居住の用に供することができないことが判明したため、同要綱

の第１３条に基づき、補助金の返還をしたものであります。 

２０款市債１項３目衛生債のうち、小型合併処理浄化槽設置整備事業債１,

１４０万円、塵芥処理施設整備事業債１億７,５２０万円は北薩広域行政事務

組合が整備します、新焼却処分場建設に対して、財源充当したものであります。 

以上で説明は終わりますが、御審議よろしくお願いします。 

仮屋園一徳委員長 

この際、暫時休憩します。 

 

（休憩 １０：２３～１０：３５） 

 

仮屋園一徳委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

質疑に入ります。 

牟田学委員 

決算に関する説明書４２ページの２項２目、塵芥処理費の中で、家庭形一般

廃棄物収集業務と海岸漂着物分別収集及びのところなんですが、家庭系ごみは

今何社でやってますかね。それと海岸漂着物が何社でやっているのか。 
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松田市民環境課長 

牟田委員にお答えします。家庭形一般廃棄物収集運搬業務については３社で

回っているところであります。すみません、４社で回っているところです。海

岸漂着物については３社で行っているところであります。 

牟田学委員 

この海岸漂着物のところの３社というのは、結局、脇本海岸、どこ辺りにな

ってますかね。 

松田市民環境課長 

海岸については、脇本海岸と阿久根大島、それと大川島ということで、大川

島はその他ということになります。それ以外についてが市で臨時職員が行って

いるところであります。 

牟田学委員 

わかりました。 

竹原信一委員 

同じ４２ページ、指定ごみ袋の件ですけれども、指定ごみ袋の大、燃えるご

みの大。何枚購入してその金額が幾らだったか教えてください。 

松田市民環境課長 

ごみ袋の大ということですね。ごみ袋の大については、６５万２,３００枚

ということであります。 

竹原信一委員 

金額は。 

松田市民環境課長 

金額は１０枚につき、１６２円ということでありますので。 

竹原信一委員 

１６２円で購入してるんですか。 

松田市民環境課長 

１０枚ですね。 

竹原信一委員 

税込み。 

松田市民環境課長 

税込みです。 

竹原信一委員 

わかりました。 

仮屋園一徳委員長 

竹原委員、よろしいですか。 

竹原信一委員 

いいですよ。 

濵之上大成委員 

説明書の１０ページ、歳入の部分ですが、墓地と占用料わずかですけど、１

万８,３４４円の、これに関連してちょっとお尋ねします。各墓地が非常に荒

れているところがあったりして、あるいはきれいにし直したのはいいんだけど、

古い墓石をですね、その辺に捨ててあったりするんですが、それに関してあな

た方の管理上というのはどこまでができるわけですか。 
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松田市民環境課長 

墓地によって潮見が丘みたいに管理組合でちゃんと総会とか管理されている

ところもあれば、ほとんど連絡がこない段階でもあるところはあるんですが、

今、墓地台帳というのを整備しながら、各墓地のですね、管理者等の連絡をと

りながら、修善とかそういったのがあった場合についてはということで話をさ

せていただいてるんですが、赤線が通ったりとかそういったのについては都市

建設課のほうの補助金があったりとかいうことで対応しているんですが、そう

いったことについて、今のところ相談があった場合については対応していくよ

うな話はしてるんですけど、なかなかそういったのについては相談が少ないと

いうのが現状であります。 

濵之上大成委員 

もう一点だけ関連ですがね、大きな墓地とは別にですね、割と２、３０の墓

地なんかに非常に乱れてきてるわけですけれども、これをあなた方からこうい

う公共施設の管理計画等は関係ないんですけれどもね、そういった計画を考え

たときに、将来墓地の管理というものに対してですね、例えば納骨堂をみんな

で協力し合ってそこを納骨堂にしてしまうとか、そういう検討をされるお考え

はありませんかね。 

松田市民環境課長 

たしかに今言われたように、管理されている方々が、こちらにいらっしゃる

方々というのが高齢化になって、この墓は誰が管理しているかというので、非

常に苦労されているというのが現状であります。その辺りを含めてですね、管

理がどれだけできるかというのもまたいろんな各組合の方々とか、そういった

ものについてもアンケートを取ったりとかいう話しもさせていただいたりとか、

現状をこちらも把握したい意味ではですね、そういった対応も必要になってく

るということで思っていますので、その辺りも含めて今一番動いているところ

が潮見が丘墓地とか、脇本のほうもあるんですけど、その辺りの御意見も聞い

て話をさせていただきたいというふうに思っております。 

濵之上大成委員 

私ごとで恐縮ですけど、私は孫の代で、預かってる、管理してるんですけど

ね、ひ孫まではよろしいかもしれませんけど、そのあと代というものは非常に

大変だと思いますので、ひとつ胸にしっかりと納めていただくことを要望して

終わりたいと思います。 

竹之内和満委員 

成果説明書の２７ページ、生ごみ堆肥化事業の事業実施状況の中で、家庭系

生ごみ収集実績は２７年度から上がってるんですが、事業系の生ごみ収集がで

すね、２９年、３０年と下がってるんですけど、これはどういうふうに分析さ

れておりますか。 

松田市民環境課長 

事業系については、それぞれの事業者が申し込みをされて対応してるという

ことで、中には事業所の契約を切る方も、業者もいるということで、その辺り

で減ってきてるというもの現状でありますので、できるだけこちらとしては、

事業系の方が地域のほうに入れないようなかたちでということで、できるだけ

そこについてはお願いしていきたいというふうに考えているところです。 
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竹之内和満委員 

事業系ごみがですね、一部家庭用のステーションに入れられてる事例が特に

まちのほうはありますので、ぜひ指導をちゃんとやっていただいて、事業所は

事業所ごみで出してくださいという指導をぜひ徹底していただきたいというふ

うに思います。 

白石純一委員 

成果説明書の２４ページ、葬祭場管理委託の件ですが、葬祭場の使用状況、

表のまん中ほどで、平成３０年度がそれまで右肩上がりだったのが落ちていま

す。予算の内容で、葬祭場の修繕があったという話もありましたので、その修

繕の間使えなかったということで減っているのか。もしそうだとしたら、その

使えない間はどのように対処されてたのか教えてください。 

松田市民環境課長 

修繕等については、できるだけ早い対応ということでしてるわけなんですが、

修繕が遅くなったからということで変えたということはないと思います。火葬

炉の修繕についても、３号あるんですが、そこの中で調整させて修繕させてい

ただいてますので、特に年間通して少ない時期というのでお願いしたりとか、

修繕等についても申し込みがあるかないかというところの部分で、それ以外で、

急々に出た場合はしょうがないとしても、そういう形で日にちを変えていただ

くといったりとかそういうのはないということであります。 

白石純一委員 

この単純に使用者が３０年度かなり落ちておりますが、これは市内の死亡者

数が減ったということなんですか。 

松田市民環境課長 

利用者については、市内の方、市外の方もいらっしゃるんですが、確かに言

われたように、件数が減るということは亡くなられた方の申し込みがあって件

数を上げてありますので、そこについての件数自体が減ってきてるんじゃない

かなと考えているところであります。 

白石純一委員 

考えているということは、はっきりとはわからないということですか。 

松田市民環境課長 

件数が減ったというのは、亡くなられて申し込みがそれだけの実績があった

ということでありますので、その数自体が減ったというのは、原因はちょっと

その辺りについては不明なんですけど、こちらとしては申し込みがあった分に

ついては当然ながらすべてを受けているということで、以前は修繕ができなく

てほかのところにお願いしたりとか、長島からも申し込みがあったりとかある

んですけど、３０年度についてはそういうこともございませんでしたので、自

然的な数の減であると考えてるところです。 

白石純一委員 

２９年度と３０年度の市内の死亡者数はすぐわかると思うんですが、お手元

ではわかりませんか。 

松田市民環境課長 

死亡者数については資料を持ってきておりませんので、またのちほど確認さ

せていただいて、報告させていただきたいと思います。 
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白石純一委員 

お願いします。 

濵田洋一委員 

成果説明書の２７ページ、生ごみ堆肥化事業ですが、この事業につきまして

はごみの減量化対策ということと、生成された堆肥を市民の方々に無料で提供

されているという状況でございますけれども、例えばですけど、生ごみ１トン

に対しまして、生成された堆肥というのは歩留まり的にどれぐらいになるんで

しょうか。大体でいいですよ、例えば３７％とか３０％とか、１トンからどれ

だけの堆肥ができるでしょうかということです。 

松田市民環境課長 

平成３０年度実績で生ごみの収集量が１,０６５トンに対して、生ごみ堆肥

をつくった量というのが、２１７トンでありますので、これにしたときに約２

０％ということになります。 

濵田洋一委員 

そうした場合に２１７トン、３０年度でできました。市民の方々に無償で提

供しました。そうした中で、例えば３１年度への繰り越しというか、棚在庫で

すけども、そういうのはあるのかないのか、あればどれくらいあるのか、教え

てください。 

松田市民環境課長 

３０年度から令和元年度のごみについての生ごみというのが年度で基本的に

は３１日と１日ということで分けてない部分であって、そこで生成する部分が

ありますので、年度でそこを分けてこれは３０年度とか、これは元年度とか、

そこはなかなか把握が、ごみの量自体は出てくるんですが、生成した４月１日

から生成したということで、実績であげる方法しかないのかなというふうには

思ってます。 

濵田洋一委員 

市民の方々に無料で提供されて、そして残った分の堆肥については、この現

状と課題にも書いてありますけれども、この普及についてですね、何らか今後

もですね、ふえていくだろうというふうに思いますので、何らかこの使い道と

言いますか、そういうのを検討いただければありがたいなと思いますのでよろ

しくお願いします。 

山田勝委員 

決算に関する説明書のね、４１ページ。公害対策費の中の水質検査業務、１

３万５千円に関連してお尋ねしますが、これは上水道じゃなくて普通の水質検

査料ですよね。だから平成３２年度に簡易水道に統括するというような話で事

務を進めてきたけれども、市内のその他の水道施設の中でですね、３２年度に

向けて、簡易水道に加入するような形で、その体制を整えるのはあなた方の予

算を作っていかないかんのですけどね、だからどういうような準備で、何施設

ぐらいがその準備をしているの。 

松田市民環境課長 

水利組合について、弓木野水利組合とはお話しをさせていただいて、これは

水道課も入っているわけなんですが、これについて、まず土地の問題、これに

ついては、区のほうが調整いただいて、測量会社に分筆登記のお願いをして、
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それを分筆した段階で阿久根市のほうで所有権移転をするということで、現在

の施設については問題ないということでありますので、阿久根市に名義を変え

てからそれを水道課管理で行っていくということで、測量についてはその話が

できているということでございますので、そこについては進めていきたいとい

うふうに思っているところです。また、大渕川についても、水利組合とお話を、

これについても水道課とお話をさせていただいて、現在、施設が非常に古くな

ったということで、業者の方も含めて立ち会いさせていただいて、問題がない

かということで、漏水が分かるバルブの設置とか、路中に埋めてある管につい

てはやはり見直す必要があるということでですね、その辺りについても工事費

がどのくらいかかるかということで、まず見積もりをお願いして、それに対し

てうちのほうが補助金を出すということと、また、総務課のほうが今年度は緊

急対策用の給水車を購入されるということでありますので、給水車が給水ポン

プのところまで持っていける道路の整備とかいうこともですね、水道課からい

ろいろアドバイスを受けて、この間も組合長に話をさせていただいて、そうい

った対策等もしながらですね、水利組合から簡易水道に入るか入らないかとい

うのも相談させていただくと。話し合いは２回ほどもったんですが、組合の組

合員が減ってきてる状況ということもありまして、その辺りも含めてですね、

協議をさせていただいているところです。また、松ケ根地区についても、これ

も水道課も一緒に入って、水利組合と協議をさせていただいて、現在の水の問

題とか、施設のところがいろいろ問題があるということで、ほかのポンプのと

ころの場所を探したりとか、以前やったところもあるんですが、この辺りにつ

いても工事費等どのくらいかかるかということで、組合側のほうとも相談させ

ていただきながら修繕等が必要な場合についてはですね、話をしていくという

ことであります。また、落についても給水ポンプのところは非常に高いところ

にあるということで、この辺りについても道路の整備が必要であると考えてい

るところなんですが、ここも水利組合とも協議しながら、どういった対策が必

要なのかということで、とりあえず水を配達するとか、緊急対策はするところ

はあるんですが、将来的にはこの水利組合については非常に組合員数が減って

きてる現状の中でですね、非常に組合のほうも管理運営が大変であるという現

状でありますので、この辺りについては今後も協議しながらですね、こちらと

しても対応していきたいというふうに考えているところであります。以上です。 

山田勝委員 

今あなたが言った、説明を上げられましたけどね、その中で、簡易水道に移

行するための準備をしているところは何カ所ですか。 

松田市民環境課長 

今、弓木野地区と大渕川、ここについては組合のほうが簡水のほうにお願い

したいということで動いているところであります。 

山田勝委員 

そういうことになりますと、簡易水道に移行するためにはそれなりの施設整

備をやらないかんということですよね。その施設設備については、もちろん地

元も負担せないかんけれども、８０％はあなた方のところでちゃんともって整

備をして、そして引き渡すんですよとこういう状況にあるわけですね、理解し

ていいわけですね。 
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松田市民環境課長 

そうです。 

山田勝委員 

了解です。 

仮屋園一徳委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

なければ認定第１号中、市民環境課所管の事項について審査を一時中止いた

します。 

 

（市民環境課退室、健康増進課入室） 

 

仮屋園一徳委員長 

次に、認定第１号中、健康増進課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

健康増進課長 

それでは、認定第１号のうち、健康増進課及び大川診療所所管の事項につい

て御説明申し上げます。 

はじめに、主要事業の成果説明書について御説明いたします。 

４７ページをお開きください。第４款衛生費１項１目保健衛生総務費のうち、

保健予防一般事務については、主に休日、夜間の急病患者に対する受入先病院

の確保及び休日、夜間における入院手術を必要とする重症急病患者の医療体制

を確保するため、出水市、長島町及び公益社団法人出水郡医師会とともに必要

な措置を講じ、本市住民だけでなく出水地区住民の生命を守り、地域医療を守

ることを目的に、在宅当番医制事業、夜間一次救急診療所運営事業、病院群輪

番制病院事業に取り組みました。今後も本事業を継続し、地域住民の命を守る

ためにも出水郡医師会及び関係市町と共同で取り組んでいく必要があります。 

次に、４８ページになります。母子保健一般事務につきましては、主に母子

保健法の規定に基づき、妊娠、出産、子育て等について適切な指導と援助を行

うことを目的とし、併せて不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、

不妊に悩む夫婦の精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的に、乳児から幼

児に対する各種健診や妊婦、産婦に対する各種健診、特定不妊治療費助成事業

に取り組みました。現在の特定不妊治療費助成事業の対象は、女性のみとなっ

ていることから、県内の近隣市町、他市町村の状況を確認のうえ、助成対象者

や助成対象治療の種類の拡大に向け取り組んでいく必要があると考えておりま

す。 

４９ページになります。子育て支援コンシェルジュ事業については、本市独

自の子育て支援事業として、出産前から小学校入学まで専任の担当保健師によ

る顔の見える関係を築き、出産や子育てに悩む母親や父親の支援策に取り組み、

本市独自の子育てしやすい環境を整備しようとするものであり、子育て支援カ

フェの開設や妊婦訪問時に子育て応援支援ボックスをプレゼントし、妊婦の心

身の状況を確認し、相談に応じてきました。今後についても事業内容について

点検と改善を行い、満足度９０％以上を目標に本事業の定着を図っていく必要
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があると考えております。 

次に、５０ページになります。養育医療事業につきましては、母子保健法の

規定に基づき、２千グラム未満で出生し、医師が入院の必要があると認めた新

生児に対して、指定の医療機関で入院及び治療を受ける際に必要となる入院加

療費を助成し、保護者負担の軽減を図るとともに、ハイリスク妊産婦の出産、

育児の支援や長期療養児の健全な育成を行うことを目的に実施している事業で

あります。今後も未熟児世帯の医療費負担の軽減を図り、長期療養児を抱える

保護者に対し相談業務を実施するなど不安解消に引き続き取り組んでいく必要

があります。 

５１ページになります。２目健康増進費のうち、健康診査事業については、

肝炎ウイルス感染者等の早期発見、早期治療を促進し、肝硬変や肝がんといっ

た重篤な病気に進行することを防ぐことを目的として肝炎ウイルス検診を実施

し、また、各種歯科保健施策の計画的、効果的な歯科検診の実施により、生涯

を通した歯科口腔保健意識の高揚を図ることを目的とし、歯周病検診を実施し

ました。歯周病検診について、未受診者に対する受診勧奨を積極的に行ったこ

とから、前年実績を上回ることができ、肝炎ウイルス検診によりＣ型肝炎ウイ

ルスに陽性反応が出た１人について早期療養に繋げることができましたが、い

ずれも積極的な受診勧奨を行い、受診者数の増加に繋げていく必要があると考

えております。 

５２ページになります。後期高齢者健診事業については、高齢者の医療の確

保に関する法律の規定に基づき、後期高齢者を対象に長寿健診を実施し、もっ

て生活習慣病及び疾病の早期治療を促すことを目的とし事業を実施しました。

今後、さらなる受診率向上に向け取り組む必要があります。 

５３ページになります。健康教育事業については、健康増進法の規定に基づ

き、市民の主体的な健康づくりを支援するために心と体に関する健康教育を実

施することで、生活習慣病を予防し、市民の健康保持等を図ることを目的とし、

市民健康講座等を開催しました。自殺対策としましては、ここ数年自殺者数が

増加している現状を踏まえ、自殺対策に関する計画を策定し、今後の対応、対

策について検討していく必要があると考えております。 

５４ページになります。がん対策事業について、がんは、市民の健康阻害の

大きな要因となっていることから、予防啓発や早期発見、早期治療の促進を図

るとともに、女性が社会や家庭生活において生涯にわたり健康寿命を全うでき

るように、女性の視点を重視した検診体制の整備や健康づくりを支援すること

によって、市民の健康寿命を延伸させることを目的とし、各種がん検診を実施

しました。がんの疑いも含め１０人の方のがんを発見することができましたが、

受診率は低い状況にあることを踏まえ、未受診者に対する受診勧奨やその方法

について今後検討していく必要があります。 

５５ページになります。３目予防費のうち、予防接種事業については、予防

接種法の規定に基づき感染症予防対策として予防接種を実施することで、感染

のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防することを目的とし、０歳から１

８歳までの市民に対し、１０種類の予防接種を、また、原則として６５歳以上

の市民に対し、２種類の予防接種を実施しました。特に乳幼児に対する予防接

種が多いことから、今後も保護者に対し予防接種の有効性や安全性、副反応に
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ついて十分な周知を図っていく必要があると考えております。 

５６ページになります。感染症対策事業については、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づき、結核レントゲン検診及び

その他の感染症予防に関する事業を実施することを目的とし、併せて結核対策

の３つの柱と言われる健康診断・予防接種の実施、適正医療の普及、患者管理

の強化のうち、健康診断について受診勧奨を行い、結核の早期発見、早期治療

に繋げることを目的とし事業を実施しました。事業実施状況は記載のとおりで

あり、受診者のうち陽性反応者はいらっしゃいませんでした。しかし、国が発

表した平成２９年鹿児島県の結核によると、県内の結核患者の６０％以上が７

０歳以上の高齢者であること、本市においても１８人の市民の方が結核にり患

していることを踏まえ、積極的な受診勧奨を行う必要があると考えております。 

５７ページ、５８ページは過去５カ年における各種健診及び予防接種の実施

状況となります。 

それでは、次に、決算に関する説明書及び歳入歳出決算事項別明細書に基づ

き主なものについて歳出から御説明いたします。 

決算に関する説明書は３４ページ、事項別明細書は３２ページになります。

第３款民生費１項１目社会福祉総務費２８節繰出金の支出済額３億６,７７２

万１,４９７円は、国民健康保険特別会計への繰出金であり、前年度比８％の

増となりました。 

次に、決算に関する説明書は３７ページ、事項別明細書は３３ページになり

ます。８目後期高齢者医療費１９節負担金補助及び交付金の支出済額４億２５

２万４,５０４円は、決算に関する説明書の備考欄にあるとおり鹿児島県後期

高齢者医療広域連合の一般会計の共通経費負担分、特別会計の共通経費負担分

及び広域連合が阿久根市分として医療機関に支払った療養給付費の１２分の１

である後期高齢者広域連合療養給付費であり、前年度比４.１％の増となりま

した。事項別明細書は３４ページになります。２８節繰出金の支出済額１億３,

４４６万１,７４８円は、後期高齢者医療特別会計へ繰り出したものであり、

前年度比２.４％の減となっております。 

次に、決算に関する説明書は４０ページ、事項別明細書は３７ページになり

ます。第４款衛生費１項１目保健衛生総務費の支出済額１億５,６２８万８,３

８８円は、健康増進課、地域包括支援係及び環境対策係の職員の人件費のほか、

歯科指導を行う嘱託職員２名の報酬と妊婦健康診査業務などに係る委託料が主

なものであります。このうち、８節報償費は１歳６カ月児、３カ月児、３歳児

等の各健診事業に係る医師等への謝金であり、１３節委託料のうち、在宅当番

医制事業は休日における初期救急医療を出水郡医師会に委託したものであり、

妊婦健康診査業務は県医師会等へ委託したものでございます。１９節負担金補

助及び交付金は、出水総合医療センター野田診療所における夜間一次救急診療

所の運営経費の負担金、出水郡医師会が行う病院群輪番制病院事業への補助金

が主なものであります。２目健康増進費の支出済額４,２３４万３,０３４円は、

県民総合保健センターや鹿児島県厚生農業協同組合連合会に委託し、実施した

がん検診業務や健康診査などの委託料のほか、保健推進員への活動謝金、健康

教育、健康相談、各種がん検診時の看護師等への謝金などが主なものでありま

す。 
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次に、決算に関する説明書は４１ページ、事項別明細書は３８ページになり

ます。３目予防費の支出済額４,５５２万１,３１５円は、各予防接種に係るワ

クチン代の需用費と出水郡医師会等へ委託した個別予防接種業務の委託料、県

民総合保健センターへ委託した結核レントゲン検診が主なものであります。 

事項別明細書は３９ページになります。６目保健センター管理費の支出済額

は４３１万３,５４９円であり、保健センターの管理に必要な消耗品や庁舎警

備業務などの委託料が主なものでございます。 

以上で歳出を終わり、次に歳入について御説明いたします。 

歳入については決算に関する説明書のみで説明いたします。９ページにお戻

りください。第１１款分担金及び負担金２項４目衛生費負担金の６万９,３２

０円は、未熟児養育医療に係る保護者の負担金であります。 

１０ページになります。上から３行目の第１２款使用料及び手数料１項３目

衛生使用料のうち、保健センター土地占用料の１,１００円は、保健センター

の敷地内にある九州電力株式会社の電柱１本分の占用料であります。 

１２ページになります。２項３目衛生手数料のうち狂犬病予防接種の５６万

５,４００円は、犬の登録に係る新規登録手数料と注射済票交付手数料になっ

ております。 

１３ページになります。第１３款国庫支出金１項２目民生費国庫負担金のう

ち下から２行目の国民健康保険保険基盤安定負担金２,４２９万４,５４２円は、

国民健康保険税の保険者支援分に係る国の負担分であり、３目衛生費国庫負担

金４３万４,７００円は、未熟児養育医療に係る国の負担分であります。２項

２目民生費国庫補助金のうち上から５行目、地域自殺対策強化事業費１８万５

千円は、自殺対策事業実施に伴う国の補助金であります。 

１４ページになります。上から２行目の３目衛生費国庫補助金のうち、母子

保健衛生費６２万円は、産婦健康診査等業務実施に伴う国の補助金であります。

第１４款県支出金１項２目民生費県負担金うち上から６行目、後期高齢者医療

保険基盤安定負担金９,９４０万９８３円は、後期高齢者医療の保険料軽減分

としての県の負担分であります。 

１５ページになります。２目民生費県負担金のうち、下から２行目の国民健

康保険保険基盤安定負担金９,７２４万７,０４７円は、国民健康保険税の保険

税軽減分及び保険者支援分に係る県の負担分であり、３目衛生費県負担金３１

万５００円は、未熟児養育医療に係る県の負担分であります。 

１６ページになります。１行目の３目衛生費県補助金のうち、健康増進支援

事業費１０２万９千円は、健康診査等に係る県の補助金であり、その２行下の

予防接種事故対策費１０万４,８２０円は、医療費及び医療手当支払に対する

補助金であります。 

１７ページになります。３項２目民生費委託金、３行目の市町村権限移譲交

付金のうち、健康増進課分は１５万６千円であり、医師法関係等の免許申請な

どに係る交付金となっております。 

２１ページになります。第１９款諸収入５項４目雑入のうち、上から５行目

の後期高齢者医療広域連合長寿健診補助金２５６万２千円は、阿久根市の後期

高齢者に係る長寿健診費用についての広域連合からの補助金であります。１２

行下になりますけれども、がん検診時の個人負担分として５４４万９００円、
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２行下、肝炎ウイルス検診等の個人負担分として１３万２,５６０円、５行下

になりますが、保健センターに設置してある自動販売機の電気料としてコカ・

コーラボトラーズジャパン㈱から５万１,９０２円、５行下の保健センターで

の実習生受入れの謝礼金として広域医療センター附属阿久根看護学校外１校か

ら２万７,９００円、次の２２ページになりますが、最後の行になりますが、

ドクターヘリ相互応援分担金として出水市から２,８００円、２３ページにな

ります。１０行目の、平成２９年度分の未熟児養育医療に係る負担金について

実績に基づく精算交付分として国及び県から１１万９,１８１円の収入があり

ました。 

第２０款市債１項３目衛生債のうち、夜間一次救急診療所運営事業債２５０

万円は、出水総合医療センター野田診療所内に設置されている夜間一次救急診

療所に係る負担金に充当したものでございます。 

以上で認定第１号についての説明を終わりますが、よろしくお願いいたしま

す。 

仮屋園一徳委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

白石純一委員 

成果説明書の５１ページ、４款１項２目。健康診査事業の中ほど、事業実施

状況の５番、無保険者特定健診。市内に居住する４０歳以上の生活保護者に対

して実施するものですが、対象は何人で、そのうち何人が受診されたというこ

とがわかりますか。 

健康増進課長 

対象者は申しわけありません、把握をしておりませんが、１名受診があった

ということです。 

白石純一委員  

対象者は数十人、数百人なんですか。 

健康増進課長 

すみません、生活保護者が大体１６０名いらっしゃるということで、そのう

ちの４０歳以上の方ということになりますのでちょっと今人数がお答えできな

いところです、すみません。 

白石純一委員  

いずれにしてもですね、１人というのはかなり低い数字だと思いますので、

ぜひ今後、生活保護者の方には健診を受けるようになんとか努力していただき

たいと思います。 

次ですが、同じく成果説明書の５７ページ、各種検診の受診状況で、各検診

の受診率が出ておりますが、特定検診についてはこの後、特別会計で出てくる

んでしょうか。特定検診についても県内、他の自治体と比べると、下位から数

番目と厳しい数字なんですが、これらの特定検診以外の検診も、他自治体と比

べると同様に、個別にはいいんですけど、かなり低い方ということなんでしょ

うか。 

寺地健康増進課長補佐 
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白石議員にお答えいたします。今年度から過去５年間における各検診の受診

状況ということで、県平均値を載せてございます。一般的に鹿児島県のほうが

市町村ごとに公表をしております資料については、４０歳以上６９歳未満の受

診率について公表されてる分についてのみ報告をさせていただくという形でも

よろしいでしょうか。 

白石純一委員  

はい。 

寺地健康増進課長補佐  

まず、胃がん検診については県下高い方から２６位、大腸がん検診について

は高い方から１３位、肺がん検診については高い方から７位、子宮頚がん検診

については高い方から１８位同じく乳がんについても高い方から１８位という

結果になっております。以上です。 

白石純一委員  

了解しました。 

仮屋園一徳委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

なければ認定第１号中、健康増進課所管の事項について審査を一時中止いた

します。 

ここで暫時休憩に入ります。 

 

(休憩 １１：２４～１１：３５) 

 

仮屋園一徳委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 

○認定第２号 平成３０年度阿久根市歳入歳出決算認定について（国民健康保険

特別会計） 

仮屋園一徳委員長 

次に、認定第２号を議題とし審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

児玉健康増進課長 

それでは、認定第２号について御説明いたします。 

５９ページになります。保険給付事業の実施状況については記載のとおりで

ございますが、平成３０年度の国保の加入世帯は年度平均３,４５７世帯、被

保険者数は年度平均５,３９９人となっており、事業の成果の欄にあるとおり、

阿久根市の人口のうち約２６％が国民健康保険の被保険者であり、被保険者の

４７％が６５歳から７４歳までの前期高齢者となっております。前年度、平成

２９年度に比べ世帯数で１１４世帯、被保険者数では２４８人それぞれ減とな

っております。また、保険給付費は前年度比９,６２６万５千円の減となりま

したが、１人当たりの医療費は４９万９,７３８円で、前年度比約０.５％の増

となりました。現状と課題の欄にあるとおり、国民健康保険の被保険者数は

年々減少しておりますが、１人当たりの医療費は増加しており、国民健康保険
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特別会計（事業勘定）への不足分を一般会計からの法定外繰入金により賄って

いる状況であります。健全で安定的な国民健康保険の財政運営を行うため、鹿

児島県国民健康保険運営方針に基づき、令和５年度までに一般会計からの法定

外繰入金がゼロとなるよう関係課と連携し、保険給付の適正化、保健事業など

の取組を推進する必要があると考えております。 

６０ページになります。保健事業の実施状況については、特定健康診査受診

者１,７１０人、特定保健指導受診者５４人、国保保健指導事業については、

特定健診未受診者への訪問受診勧奨４７３件、糖尿病性腎症の重症化予防訪問

１１５件のほか、情報提供という、かかりつけ医で特定健診を実施していただ

くための文書による受診勧奨や電話による受診勧奨を行いました。また、は

り・きゅう施術助成は、１枚当たり６００円の助成で年間３０回を限度として

１,１０９件、人間ドック助成は、補助対象額の７割の助成で１２０件の実績

であります。 

平成３０年度から特定健康診査受診率の向上を図るため、集団健診未受診者

を対象に、市が指定する出水地区の医療機関において、個別健診を実施したこ

とにより、特定健康診査の受診率は、法定報告前の数値で３９.３％と前年度

の同時期より増となっております。特定健康診査の受診率は増加していますが、

４０歳代、５０歳代の被保険者の受診率が低い状況にあり、今後も特定健康診

査受診率の向上に向けた取組を強化する必要があると考えております。 

次に、決算に関する説明書及び事項別明細書に基づき主なものについて御説

明いたします。 

はじめに、一般会計からの繰入金について御説明申し上げます。 

決算に関する説明書の４ページをお開きください。第６款繰入金１項１目一

般会計繰入金の収入済額３億６,７２２万１,４９７円は、前年度比３,６４７

万７,２２８円、１１.０％の増であります。内訳については備考欄のとおりで

あり、その他一般会計繰入金、いわゆる法定外分になりますけれども、これが

１億５００万円、前年度比５００万円の増となっております。 

それでは、事業勘定の歳出から御説明いたします。決算に関する説明書５ペ

ージ、事項別明細書６ページをお開きください。 

第１款総務費１項１目一般管理費の支出済額４,５３５万５,６０３円は、職

員７名分の人件費やレセプト点検嘱託員２名分の報酬、被保険者証の郵送に係

る役務費などが主なものでございます。２項１目賦課徴収費の支出済額２５８

万２,７３７円は、保険税の賦課徴収に係る経費であり、市税等収納嘱託員１

名分の報酬や郵便料、窓口収納手数料などの役務費が主なものでございます。 

事項別明細書は７ページになります。２目納税奨励費の支出済額２０４万７、

９１０円は、国保税の納税報奨金であります。次に、第２款保険給付費の支出

済額２２億９,２７１万１５２円は、前年度比４.０％の減となっております。

１項１目一般被保険者療養給付費の支出済額１９億２,６６１万８,６２９円は

前年度比２.９％の減、２目退職被保険者等療養給付費の支出済額２,６６１万

９,１００円は前年度比４８.８％の減、３目一般被保険者療養費の支出済額１,

６８２万６,９４３円は前年度比８６％の減、４目退職被保険者等療養費の支

出済額８万１,８８２円は前年度比７６.４％の減となっております。 

事項別明細書は８ページになります。５目審査支払手数料の支出済額５７７
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万９,７４７円は、レセプト審査支払手数料やレセプト電算処理手数料となっ

ております。２項１目一般被保険者高額療養費の支出済額３億１２８万５,２

３円は、１カ月の医療費が一定の額を超えると払い戻しをする制度であり、こ

れが前年度比３.１％の減、決算に関する説明書は６ページになります。 

２目退職被保険者等高額療養費の支出済額９１８万３,６８０円は、これは

前年度比９.６％の減となりました。４項１目出産育児一時金は、これは１３

件分で、５３８万２,２２６円を支出しております。５項１目葬祭費の支給額

につきましては、平成３０年４月１日から１人当たり２万円に改定しておりま

すが、支出済額は８３万円、４１件分になります。 

第３款国民健康保険事業費納付金の支出済額６億９,３５９万５,３３３円は、

平成３０年度から新たに創設された費目であり、県内市町村の保険給付費を県

が賄い、これに必要な財源として県が算定したものでございます。１項医療給

付費分は医療費の負担のため、２項後期高齢者支援金等分は後期高齢者医療制

度を支援するため、また、３項介護納付金は介護保険制度を支援するために支

出したものでございます。 

決算に関する説明書は７ページ、事項別明細書は１０ページになります。第

６款保健事業費１項１目特定健康診査等事業費の支出済額９００万６,２１０

円は生活習慣病予防のために行う、特定健康診査業務の委託料が主なものであ

ります。２項１目保健対策費の支出済額７２８万７,６３８円は、受診勧奨を

行う訪問指導嘱託員の人件費とはり・きゅう助成や人間ドック助成の補助金が

主なものでございます。 

事項別明細書は１１ページになります。第９款諸支出金１項３目償還金の支

出済額５,２６４万４,８００円は、平成２９年度分の療養給付費等負担金等の

交付確定に伴う国への精算返納金が主なものであります。２項１目直営診療施

設勘定繰出金の支出済額１５９万５千円は、大川診療所の運営等に係る国の調

整交付金分であります。 

以上で歳出を終わり、次、に歳入について御説明いたします。 

決算に関する説明書は３ページ、事項別明細書は１ページになります。第１

款国民健康保険税の収入済額は３億４,７５９万６,１６４円で、全体の収入率

は６９.６％であり、前年度比１.３ポイントの増、このうち現年度課税分が９

４.０％で１.０ポイントの減、滞納繰越分が４.６％で２.６ポイントの減とな

っております。 

事項別明細書は３ページになります。第４款県支出金１項１目保険給付費等

交付金の収入済額２３億８,８０５万３,４７９円は、平成３０年度から新たに

創設された費目であり、内訳については備考欄のとおり、保険給付費に要する

費用に対し交付される普通交付金と、市町村の財政状況その他の事情に応じて

交付される特別交付金であります。 

決算に関する説明書は４ページになりますが、第６款繰入金については、先

ほど説明を申し上げたとおりでございます。 

事項別明細書は４ページになります。第８款諸収入４項２目一般被保険者第

三者納付金の収入済額２５万４,６６４円は、交通事故に係る納付金であり、

一般被保険者１件分であります。７目療養給付費等交付金の収入済額７７３万

５,６４１円は、平成２９年度退職者医療療養給付費等交付金の追加交付分で
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あります。 

以上で事業勘定を終わり、次に、直営診療施設勘定について御説明申し上げ

ます。 

歳出から御説明いたします。決算に関する説明書１１ページ、事項別明細書

１５ページになります。 

第１款総務費１項１目一般管理費の支出済額６８７万４,５２３円は、２名

の看護師嘱託員の報酬のほか、事務用品や電気、水道、ガス代などの需用費、

電子カルテシステムやレントゲン撮影装置の保守料などが主なものであります。 

事項別明細書は１６ページになります。第２款医業費１項３目医薬品衛生材

料費の支出済額９００万４,０７８円は、医薬品等の購入費であり、４目検査

等業務費の支出済額８６万６,５９４円は、２カ所の社会医療法人との診療業

務の委託料が主なものであります。なお、平成３０年度の診療日数は２４１日

で、延べ患者数１,５７８人、１日当たりの患者数は６.５人となっております。

第４款１項１目基金積立金の支出済額３９万６,６００円は、平成２９年度分

繰越金の半分と、診療所基金の運用利子分を積み立てたものであり、平成３０

年度末における基金残高は、２１２万８,８７７円となりました。第５款公債

費の支出済額２０７万９,６００円は、診療所建物に係る市債償還金の元金・

利子分であります。なお、３０年度末の元金の償還金残高は、９４２万３,５

０２円であり、最終の償還は令和５年度となっております。 

以上で、歳出を終わり、次に、歳入について御説明申し上げます。 

決算に関する説明書は９ページ、事項別明細書は１２ページになります。第

１款診療収入の収入済額１,６８２万３,３４６円、前年度比２２.３％の減と

なっております。診療収入は２項４目の７５歳以上を被保険者とした後期高齢

者医療保険の診療報酬収入が多くを占めて状況でございます。３項１目諸検査

等収入の収入済額８３万９,８８０円は、各種予防接種料や介護保険に係る主

治医意見書料等でございます。 

事項別明細書は１３ページになります。第６款２項１目事業勘定繰入金の収

入済額１５９万５千円は、診療所の運営に係る国の調整交付金分を事業勘定か

ら繰り入れたものであり、３項１目一般会計繰入金の収入済額５０万円は、診

療収入で不足する財源を一般会計から繰り入れたものでございます。 

以上で認定第２号についての説明を終わりますが、よろしくお願いいたしま

す。 

仮屋園一徳委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

竹原信一委員 

さっそくですけど、資料請求をしたいと思いますけれども。資料請求をさせ

てください。国民健康保険についての総数、それから、保険税、それと一般会

計からの繰り入れ。この３件について、過去１０年間分の資料を、データをだ

してください。 

児玉健康増進課長 

国保の総数とはどういった、被保険者数のことですか。 

竹原信一委員 
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被保険者数で。それでお願いしたいと思います。 

［発言する者あり］ 

仮屋園一徳委員長 

休憩に入ります。 

 

（休憩 １１：５２～１１：５５） 

 

仮屋園一徳委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

ただいま竹原委員から資料請求がありました分について、皆さん方にお諮り

いたします。資料請求をするということでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

それではそのように取り扱いをさせていただきます。 

ほかに質疑ありませんか。 

白石純一委員 

主要事業の成果説明書の６０ページから６１ページ。６０ページの表の真ん

中より少し下、事業の成果で２行目の真ん中ほど。法定報告前の数値で３９.

３％、特定健診受診率ですが、前年度同時期３６.１％より上がったことは評

価できると思うんですが、この法定報告前の数字では他自治体と比べられるん

ですか。 

児玉健康増進課長 

これにつきましてはまだ他の自治体の数値も公表されておりません。ちょっ

とわかりかねるところです。 

白石純一委員 

ちなみに前年の法定報告では、３８.８％の受診率ですが、ちなみにこれは

県内何番目の数値でしょうか。 

児玉健康増進課長 

前年度につきましては、県内３７位になっています。 

白石純一委員 

今年度、法定前が３９.３、それから上がるのかもしれませんが、いずれに

しても、やはりまだ低いと言わざるを得ないので、やはりここ数年、同じ質問

をさせていただいてますが、やはりドラスティックというか、思い切ったこと

をやらないとなかなか上がらないんだろうと思いますので、ぜひ引き続きです

ね、これまでにないようなことをやって高めていくということをぜひお願いし

たいと思います。 

６１ページの 、医療費の３０年度が４９万９,７３８円。これも県内比較

ができないというのでは、２９年度のこの数値は県内で何番目でしょうか。 

児玉健康増進課長 

平成２９年度につきましては、高いほうから４位ということになってます。 

白石純一委員 

同じくですね、大変厳しい数字ですので、ぜひ早目の検診率を高めて、今後

病院にかかること、数も重篤度も抑えるようにして、医療費も極力減らすよう

に、さらなるドラスティックな努力が必要だと思いますので、よろしくお願い
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いたします。 

仮屋園一徳委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ認定第２号について、審査を一時中止いたします。 

 

○認定第６号 平成３０年度阿久根市歳入歳出決算認定について（後期高齢者医

療特別会計） 

仮屋園一徳委員長 

次に、認定第６号を議題とし審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

児玉健康増進課長 

それでは、認定第６号について御説明申し上げます。 

決算に関する説明書は３４ページ、事項別明細書は４５ページになります。 

はじめに、鹿児島県の後期高齢者医療制度につきましては、鹿児島県後期高

齢者医療広域連合を保険者とし、県内の７５歳以上の方及び６５歳以上７５歳

未満で一定の障害のある方を被保険者として運営されており、医療機関窓口で

の医療費の自己負担割合は原則１割、現役並み所得者は３割ということになっ

ております。本市の後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入の後期高齢

者医療保険料と軽減分の保険基盤安定繰入金を、歳出において後期高齢者広域

連合への納付金として支出しているのが主な会計となっております。 

平成３０年度末の本市の後期高齢者医療の被保険者数は４,８４７人、前年

度末より３２人の減となっております。人口に占める割合は約２４％、また、

この被保険者のうち障害認定者数が７９人となっております。 

それでは歳出から御説明いたします。第１款総務費１項１目一般管理費の支

出済額１４１万１,８６５円は、後期高齢者医療事務に係る消耗品等の需用費、

被保険者証の郵送に係る役務費が主なものであります。２項１目徴収費の支出

済額１０１万７,３３８円は、徴収事務に係る消耗品等の需用費や郵便料、手

数料等の役務費のほか、保険料等の還付に係る償還金利子及び割引料になりま

す。次に、第２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金の支出済額３億１,

５４７万４,００５円は、後期高齢者医療保険料と保険基盤安定分担金などを

鹿児島県後期高齢者医療広域連合へ納付したものでございます。 

次に、歳入について御説明いたします。 

決算に関する説明書は３３ページ、事項別明細書は４３ページになります。

第１款保険料１項１目後期高齢者医療保険料の収入済額１億８,２８６万４,９

１４円は、収入率９９.４％であります。次に、第３款繰入金１項２目保険基

盤安定繰入金１億３,２５３万４,６４５円は、保険料の軽減分に対する財政措

置であります。 

以上で認定第６号についての説明を終わりますが、よろしくお願いいたしま

す。 

仮屋園一徳委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第６号について、審査を一時中止いたします。 

ここで暫時休憩に入ります。 

（健康増進課退室） 

 

（休憩 １２：０３～１３：００） 

 

仮屋園一徳委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

ここで、税務課から昨日の資料請求に対する資料の提出があり、配布しまし

たので、御確認をお願いいたします。 

なお、本資料には個人所有の宅地について記載されているので、取り扱いに

は十分注意をお願いします。 

ここで、本日の質疑に対し、市民環境課長から答弁の申し出がありますので、

この際、許可いたします。 

（市民環境課長入室） 

松田市民環境課長 

午前中の白石委員の質問の中で、火葬件数について、３０年度と２９年度の

差が大きいということで、この内容についてということで、報告をさせていた

だきたいと思います。 

主要事業書の２４ページになります。この主要事業書の件数、平成３０年度

の市内３６３件、市外３件の合計３６６ということになってるんですが、この

件数には死亡だけじゃなくて、その他ということで、切断とか、改葬とか、い

うのも含まれた数字であります。死亡だけの数字で報告させていただきますと、

３０年度については、市内の死亡が３５８件、市外の死亡が２件ということで、

あと改葬とかその他が５件あります。市外の改葬が１件ということで、内訳に

ついてはそのとおりであります。これと比較して、平成２９年度については、

市内が４２８件、市外が６件。 

［発言する者あり］ 

２９年度の火葬の件数ですね。火葬の件数が成果説明書に書いてるとおり、

市内が４２８件、市外が６件、合計の４３４ということなんですが、この２９

年度の内訳につきましては、市内の死亡のほうが４１９件、市外が６件という

ことで、改葬とその他が９件ということであります。この件数が非常に開きが

あることにつきましては、自然の状況の中での増減だというふうに感じており

ます。２８年度を調べますと、この成果説明書に書いてあるんですが、これに

ついては、合計で３９４件、内訳については市内３８８件と市外の６件という

ことで。２８年度につきましては、市内の死亡が３８０件、市外が６件、それ

とその他改葬が８件ということであります。そこを比較しますと、平成２９年

度が火葬数が多かったということで、それについては自然現象だというふうに

感じております。以上であります。 

 

（市民環境課長退室、介護長寿課入室） 
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○認定第１号 平成３０年度阿久根市歳入歳出決算認定について（一般会計） 

仮屋園一徳委員長 

次に、認定第１号を議題とし、介護長寿課所管の事項について審査に入りま

す。 

課長の説明を求めます。 

中野介護長寿課長 

認定第１号 平成３０年度一般会計決算のうち、介護長寿課所管分について

御説明申し上げます。 

初めに主要事業の成果説明書の中から、主なものを御説明いたします。成果

説明書の６６ページをお開き願います。 

高齢者等福祉タクシー利用助成事業は、運転免許を持っていない市民税非課

税世帯に属する７５歳以上の高齢者等を対象に、通院や買い物時に利用するタ

クシー料金の一部を助成し、高齢者の外出を支援するものです。事業の実施状

況欄にありますとおり、本事業は平成３０年７月から市内３５区で運行を開始

し、１枚３００円のタクシー利用補助券を１人当たり年間最大４８枚を交付い

たします。平成３０年７月から平成３１年３月までの９カ月間の実績は、利用

券交付者数が４１１人、累計補助額は２３８万７,７００円で、使用率は４１.

８％でした。なお、平成３０年７月から令和元年６月までの１年間の実績は、

交付者数４３０人、交付枚数１万９,２０８枚、使用枚数１万９,２０８枚、累

計補助額２９１万７,８００円で、使用率は５０.６％となったところです。事

業の成果としては、利用者アンケートでは、多くの高齢者が通院や買い物にタ

クシーを利用しており、外出する機会が増えた、経済的負担が軽減されている

との回答を得ており、高齢者の外出機会の創出につながっていると考えます。

今後も、高齢者等の外出や自立した生活を更に支援するための内容となるよう

検討を重ねたいと考えます。 

次に、６７ページは長寿祝金支給事業です。高齢者の長寿を祝福するととも

に、敬老の意を表し、８０歳を迎えられた方には５千円、８８歳を迎えられた

方に１万円、１０１歳以上には２万円を、そして１００歳到達者には５万円を、

それぞれお贈りいたしました。平成３０年度に長寿祝金をお渡しした方は、５

４１人で、総額４２７万５千円でした。今後の課題といたしましては、高齢化

の進展に伴い対象者数の増加が見込まれ、今後、他自治体の実施状況及び他の

高齢者施策も踏まえての総体的な見直しを図る必要があると考えているところ

です。 

次に、７０ページをお願いいたします。地域デビューでポイントアップ！元

気度アップ！推進事業は、平成２９年度までは高齢者元気度アップ・ポイント

地域包括ケア推進事業とされていたもので、６５歳以上の方を含むグループが

登録をして、互助活動や地域活性化活動を行った場合に商品券などに交換でき

るポイントを付与するもので、地域の互助活動の活性化や地域包括ケアシステ

ムの構築を推進することを目的としています。近年は、いきいきサロンやころ

ばん体操の開催により、登録団体数及び商品券交換額の実績も増大してきてい

るところです。事業実施状況欄の下に記載したとおり、鹿児島県地域デビュー

でポイントアップ！元気度アップ！推進事業により商品券代は１００％、事務

費は５０％補助であります。現状と課題にありますとおり、ころばん体操教室
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やいきいきサロンの運営において、本事業を有効に活用している地区もあり、

これらの活動継続の大きな要因にもなっているところです。 

次に、７１ページをお願いいたします。高齢者等訪問給食サービス事業は、

ひとり暮らしや虚弱な高齢者世帯等にお弁当を配達し、高齢者の食生活の改善、

健康保持を図り、同時に見守り活動・安否確認を行っているものです。事業実

施状況欄に記載のとおり、食数は昼食と夕食の１日最高２回を、元旦を除く毎

日配食しており、平成３０年度の月平均利用者数は１１８人、月平均配食数３,

７２３食、総配食数は４万４,６８５食でした。現在、調理費用は一般会計の

老人福祉費から、配食費用は介護保険特別会計の地域支援事業費から支出して

おり、平成３０年度は、１食当たりの調理費用として３００円、配食費用とし

て２５０円を公費負担し、利用者負担金は３５０円を徴収しております。なお、

１０月からの消費税率改正に伴い、１食当たりの調理費用は３１５円、配食費

用を２６０円とし、利用者負担金は３５０円から３７０円へ、２０円値上げを

したところです。 

次に、７３ページをお開き願います。老人保護措置事業は、老人福祉法に基

づき、環境上・経済的な理由などにより、居宅での養護又は介護が困難な方を

養護老人ホームへ入所措置するものであり、事業実施状況欄記載のとおり、平

成３０年度末現在、５施設に６３人を措置しているところです。申請から入所

までの待機期間は概ね１年半ほどですが、現状と課題欄にありますとおり、高

齢者虐待を疑われるケースや身元引受人が不在のケースなど、措置手続におい

て問題となる困難事例が増加している傾向にあります。 

次に、７６ページをお願いいたします。在宅ねたきり者に対する介護手当の

支給は、事業実施状況欄に記載のとおり、６５歳以上の高齢者で要介護３以上

又は要介護２以上で重度の認知症と認定された方を、在宅で６カ月以上継続し

て介護している方に対し、年額７万２千円の手当を支給するものです。平成３

０年度の支給対象者は７９人でした。現状と課題欄に記載しましたとおり、国

の実施要綱の基準では、支給対象者は期間中に他の介護保険サービスを利用し

ていない者に限られ、本市では大半が支給対象外となってしまうことから、現

在は一般財源での事業実施に切り替えているところです。 

以上で、主要事業の成果説明書に基づく説明を終わり、次に、決算に関する

説明書及び事項別明細書に基づき御説明いたします。 

決算に関する説明書は３６ページ、事項別明細書は３２ページをお開きくだ

さい。なお、主要事業の成果説明書により御説明しました事業項目については、

説明を省略させていただきます。 

第３款民生費１項社会福祉費３目老人福祉費の支出済額６億２,４２８万９,

５８８円は、高齢者福祉サービスに係る委託料及び扶助費が主なものです。１

節報酬は要援護者訪問相談員１名分であり、８節報償費のうち、在宅高齢者福

祉アドバイザー事業謝金は、地域において民生委員と協力し、ひとり暮らしの

高齢者等の見守り活動やいきいきサロンの運営等に協力いただいているアドバ

イザーに、１人当たり年間５千円の活動謝金を支払ったものであります。 

事項別明細書は３１ページに入り、１３節委託料のうち、緊急通報システム

運営事業は、緊急時の通信・救急体制の確保のほか、利用者の安否確認にも大

きな役割を果たしており、平成３０年度末現在、ボックス型６０台、携帯型３
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台の利用となっております。 

次に、１９節負担金補助及び交付金でありますが、老人クラブ育成補助金は、

単位老人クラブ２０クラブに、運営補助をしたものであります。後期高齢者人

間ドック助成事業は、後期高齢者医療保険加入者を対象に、１日人間ドックの

助成を行う事業でありますが、出水郡医師会広域医療センター、厚生連健康管

理センター、済生会川内病院、県民総合保健センター及び山田クリニックにお

いて、昨年度は４８人の利用がありました。２８節繰出金は、介護保険特別会

計への繰出金であり、前年度比１,０３１万３,０４２円、２.２９％の減とな

りました。 

５目老人福祉センター管理費は、老人福祉センターの維持管理の経費であり、

御承知のとおり、同センターは平成３０年３月末をもって廃止し、これまでの

さわやかクラブの活動及び同事務局は、現在、農村環境改善センターを利用し

ていただいているところでありますが、平成３０年度は事務局移設までのセン

ターの電気代等や、これまで市において負担していた電話通信料等の負担分を

支出したところです。 

６目地域福祉対策費は、主要事業の成果説明書で御説明したとおりであり、

平成３０年度は５６８万８千円の支出となりました。 

以上で歳出を終わり、次に、歳入について御説明いたします。 

決算に関する説明書は９ページ、事項別明細書は４ページをお開き願います。 

第１１款分担金及び負担金２項１目民生費負担金１節社会福祉費負担金のう

ち、老人保護措置費は、養護老人ホーム入所者の本人及び扶養義務者の負担金

であります。 

説明書は１３ページ、事項別明細書は７ページをお願いいたします。第１３

款国庫支出金１項国庫負担金２目民生費国庫負担金７節低所得者保険料軽減負

担金３５８万５,６００円は、第１段階介護保険料の軽減分に係る国の負担分

であります。 

事項別明細書は８ページに入り、２項国庫補助金２目民生費国庫補助金１節

社会福祉費補助金のうち、介護長寿課所管分は、説明書備考欄の上から４行目、

共助の基盤づくり事業２００万円であり、人口区分ごとに定められる国庫補助

基準額の上限の補助額であります。 

説明書は１５ページ、事項別明細書は１０ページになります。 

第１４款県支出金１項県負担金２目民生費県負担金８節低所得者保険料軽減

負担金は、第１段階介護保険料の軽減分に係る県の負担分であります。２項県

補助金２目民生費県補助金１節社会福祉費補助金のうち、介護長寿課所管分は、

説明書１５ページの備考欄の上から４行目と５行目の老人クラブ育成事業、老

人クラブ連合会育成事業費であり、その３行下、地域デビューでポイントアッ

プ！元気度アップ！推進事業費２７３万７千円は、商品券代は全額と事務費は

５０％の県補助金であります。 

説明書は２０ページ、事項別明細書は１５ページをお願いいたします。第１

７款繰入金２項特別会計繰入金３目介護保険特別会計繰入金の収入済額１,７

１５万９,９８２円は、平成２９年度分の一般会計から繰り出した介護給付費

等の精算に伴う介護保険特別会計からの精算返納金であります。 

説明書は２１ページ、事項別明細書は１７ページになります。１９款諸収入
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５項４目４節雑入のうち、雇用保険料の介護長寿課所管分として５,３９１円

の収入がありました。 

説明書は２２ページに入り、備考欄の下から８行目、後期高齢者医療制度特

別対策補助金（長寿・健康増進事業分）２２０万５,９５９円は、後期高齢者

の人間ドッグ受診及びはり・きゅう施術の補助に対する鹿児島県後期高齢者医

療広域連合からの交付金であります。 

説明書は２３ページ、事項別明細書は１７ページに入り、第２０款市債１項

２目民生債２節老人福祉債１,３４０万円は、「食」の自立支援事業に活用い

たしました。 

以上で、認定第１号についての説明を終わりますが、よろしく御審議くださ

いますようお願いいたします。 

仮屋園一徳委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

白石純一委員 

主要事業書の成果説明書の６６ページ、３款１項３目、高齢者等福祉タクシ

ー利用ですが、真ん中ほどの事業実施状況の欄のところだったかと思いますが、

使用率が５０.６％ということですが、この実績のところに書いてある交付枚

数１万９,０２４枚、使用枚数７,９５９枚とは違う使用率ということですかね。 

中野介護長寿課長 

私が今、御説明したところは、そこには９カ月分の実績が書いてあるところ

です。平成３０年７月から平成３１年３月まで９月分の実績がそこに書いてあ

るわけですが、高齢者福祉タクシーは所得の決定があってから、７月から６月

までの使用期限がありましたので、説明の中で平成３０年７月から令和元年の

６月までの１年間分、１２カ月分を報告させていただいたところです。 

白石純一委員 

はい、わかりました。５０.６％というのは、私は意外と低いのかなと思っ

たんですけれども、使用期限もあるようなので、期限に使い損ねたという方も

いらっしゃるのかもしれませんが、その辺りの周知、あるいは使用率について

はどのようにお考えですか。 

中野介護長寿課長 

新しい年度に入りましてから、平成３０年度分は令和の６月までの使用期限

ですということで、確か５月だったと思うんですけれども、防災無線放送で使

用期限が迫ってますということで放送させていただいたところです。ただ、は

じめの予想よりは半分の使用率ということで、使用率的には予想したよりもち

ょっと低くなってしまったという状況です。今後については、そこにもちょっ

と書きました事業の成果で、アンケートを利用者にはとったんですけれども、

利用者の方からは概ねここに書いてあるとおり、経済的負担も少なくなって助

かってるということは言われたんですけれども、それにしても使用率が減った

ということは、やはり制度的に補助が今半額になってるとか、あるいは周知徹

底というところで少し欠けてたのかなというふうに考えますので、今後、その

辺も検証しながら制度の新たな取り組みをしたいというふうに考えているとこ
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ろです。 

仮屋園一徳委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

牟田学委員 

今の件でですね、高齢者福祉タクシー利用助成事業なんですけれども、免許

はもう持ってらっしゃらないんだけれども、市民税非課税という大きなネック

があってですね、そこ辺りはどうもできないんだろうかという相談があるんで

すが、いかがでしょうか。 

中野介護長寿課長 

高齢者等福祉タクシーについては、一方ではやはり苦情等もいただいたとこ

ろでございます。そこについては、乗合タクシーの運行地区でないから使えな

い、あるいは、今、牟田委員が言われたとおり、息子等と一緒で課税世帯にな

って、自分は財布は別なんですけれどもなぜ使えないんだと、あるいは税金は

納めてるのになぜ使えないんだというような御批判をいただいたところですが、

今のこの部分については、低所得者についての、いわゆる外出支援の機会を創

出しようということで始まったところでございますので、ここの部分は今は説

明をして御理解をいただいているところでございますが、今後のまた使用率等

も含めてですね、検討は加えていかなければいけないというところでございま

す。ただ、ここの部分で試算はするんですけれども、例えば課税者もオッケー

にするとかという形になると、人数的にもかなり大きくなってきて、予算的な

負担もかなり大きくなるというところでございます。今後、制度の改良にあた

っては幾つか優先順位があるかと思いますので、その優先順位をいろいろ検討

しながら補完をしていきたいというふうに思います。 

牟田学委員 

ぜひですね、息子と２人で住んでいるんですけど、息子が仕事に行けば１人

で何もできないという感じなんですよね。病院の送りもできないしと。今、課

長が言われたように優先順位をつけてですね、何とかできればいのかなという

ふうに思いますので、よろしくお願いします。 

もう１つですね、成果説明書の７１ページ。今ですね、民間の事業者がチラ

シとかいろいろ入れてあるんですが、そこ辺りは影響がないということですか

ね。 

中野介護長寿課長 

過去の実績からいたしますと、配食数自体は結構減ってきている状況があり

ます。平成２５年度においては総配食数は５万９千食あったんですけれども、

今、平成３０年度は４万４千食まで落ちてきているという状況があります。こ

こにつきましては、いわゆる家族状況とか、それから本人たちの利用のあり方

の変化もあるかとは思うんですけれども、それに加えて委員がおっしゃったと

おり、民間事業者の配食サービスの充実もあるかと考えているところです。こ

こにつきましては、やはり民間事業者との差別化というか、公的部分が担う部

分ということを考えながら、今後も料金設定やあるいはサービスの充実を図っ

ていきたいというふうに考えています。 

濱門明典委員 
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主要事業の成果説明書の６７ページですね。長寿祝い金支給についてお聞き

します。８０歳になったとき５千円ということですが、８０歳から８７歳まで

到達するまでは５千円が支払われるんですね、年間。 

［発言する者あり］ 

１回だけですか。８８歳も１回だけ、１０１歳も１回だけ、今。１回だけで

すね。はい、わかりました。 

白石純一委員 

７１ページ、配食事業なんですけれども、事業の成果として一番最後の安否

確認による在宅時の安全な生活の継続、実際に安否確認で、例えば倒れている

方を発見して通報したとか、そういう事例はあったでしょうか。 

角島高齢者支援係長 

平成３０年度の見守りの成果なんですけれども、２件ございまして、夕食の

配食時に利用者が倒れていたのを発見して、そのあと広域医療センターに緊急

搬送されたという事例が１件、もう１件が配達員が利用者が倒れていたことを

近所の区長さんを通じて御家族に連絡をしたという事例が１件ございました。 

仮屋園一徳委員長 

よろしいですか。 

ほかに。 

山田勝委員 

非常に介護長寿課でいろんなことをやって充実をしていると思いますよ。近

ごろ、課長、思うのがですね、元気で長く生きる人、あるいは人生１００年と

言われる時代にですね、こういう、例えば元気になるような行政施策をするこ

ともだけれども、例えば元気で、８５歳で元気で働いている人、９０で元気働

いて、１００で元気で、そういう方々にもですね、それなりのプレゼントをや

るようなことを考えれば、もっとこうお年寄りが頑張るような気がするんです

けどね。だから、人生１００年という人生設計をすればですね、６５から何を

して遊ぼかいと思とらあわけやっでみんな。だから、その遊び方の中でですね、

どういうぐあいにしたら世の中のためになるのか、どういうぐあいにしたら役

に立つのかというような、そういうところにも目を向けてですね、渡しをした

ら、もっといい長寿・介護活動が充実すると思いますけどね。どげんしてもね

おっとかねおったっで。死んときゃ死んと。でも、そういうのもいいかなって

近ごろつくづく思ってますよ。 

中野介護長寿課長 

昨年度でしたか、長寿祝い金の関係でもって少し御質問いただいたときに、

今は長寿祝い金をお渡しする部分だけなんですけれども、例えば、元気にして

いらっしゃる方がもっともっと生き生きとした生活が送れるように、ただお祝

い金じゃなくてほかの施策でもって何か支援できないかというようなことも課

内では検討したところです。今、委員が言われるとおり、人生１００年時代を

向かえて、元気な方は非常に快活に活動されてて、もう一方では介護が必要に

なる方もたくさんいらして。そっちはそっちでやらないといけないんですけれ

ども、元気な方についてどうやって生きがいとか、あるいは社会的な貢献を果

たしてもらうかというのは、今後もいろいろ考えていかないといけないわけで

すけれども、私たちの介護長寿課の中では、いわゆる外出をしていただいて、
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社会とかかわりをもっていただいて、何かのつながりをもっていただく、まず

初めはそちらのほうから何か手がかり的に、足がかり的に施策等が構築できな

いかなというふうに、課内あるいは個人的にも考えているところですけれども、

また何かいい施策があれば、ぜひアドバイス等いただければと考えているとこ

ろです。 

山田勝委員 

今、あなた方がやっている施策もね、私、悪いとは言わないんですよ。でも、

それよりももうちょっと形を変えてですね、世の中のためになっている人につ

いては何だ、あるいはこうだというようなこともね、やっぱり受けとめてでで

すね、そして年寄りをほめてやるというのも何だけど、何らかの形でですね、

形を表すれば、私はもっともっとね、こういう人材不足の時代に、人がいない

時代にですよ、役にたつと思いますけどね。だから、そういうものは別に国が

言わなくても、県が言わなくてもですね、阿久根市から始めてもいいじゃない

ですか、明快なる中野課長を含めて皆さん頭脳明晰な方ばかりじゃないですか。

ぜひね、頑張ってやってほしいわけよ。こやすごいなって。 

中野介護長寿課長 

ここの部分については介護長寿課だけではなくて、以前、私は生涯学習課に

もおりましたけれども、いろんな行政としては高齢者の方たちに対して興味を

持っていただけるようないろんなメニューづくりも必要かと思いますので、そ

の辺は各課と連携しながらですね、また、何かの施策等のアイディアを出して

いけたらというふうに考えているところです。 

［山田勝委員「考えてください。頑張りましょう。」と呼ぶ］ 

濵之上大成委員 

１３番議員の思いに勇気を奮って言いたいんですがね、主要事業の成果書の

６６ページ、６７ページの問題なんですがね、例えば福祉タクシーに関しては

７４歳以下の要介護認定者や一定の条件を満たす高齢者と、こういうふうにな

っているわけですね。私の強い要望なんですが、孫手当てというのをお考えに

なっていかがかなというふうに私は思っています。と申しますのは、結局、孫

をもいすることによって共働きができるというこの現状の世の中に、１００歳

までというような、１３番議員がおっしゃったので勇気を奮って要望を出すん

ですがね、どうか今後孫手当てを検討いただきたいことをお願いして終わりま

す。 

仮屋園一徳委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ認定第１号中、健康増進課所管の事項について、審査を一時中止い

たします。 

 

○認定第５号 平成３０年度阿久根市歳入歳出決算認定について（介護保険特別

会計） 

仮屋園一徳委員長 

次に、認定第５号を議題とし審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 
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中野介護長寿課長 

それでは、認定第５号 平成３０年度阿久根市介護保険特別会計決算につい

て、主なものについて御説明申し上げます。 

説明に先立ち、本市の高齢化率等について御報告いたします。 

平成３１年３月末時点の６５歳以上の高齢者は８,１５８人で、高齢化率４

０.０５％であります。また、介護保険の被保険者数等についてですが、平成

３１年３月末の第１号被保険者は８,０９７人、要介護認定者は１,６４６人で

あり、認定率は２０.３％であります。 

それでは、初めに主要事業の成果説明書の中から、主なものを御説明いたし

ます。７７ページをお願いいたします。 

高齢者元気度アップ・ポイント事業は、６５歳以上の高齢者の個人の健康づ

くりやボランティア活動に対して、商品券に交換できるポイントを付与するこ

とにより、健康維持や介護予防、社会参加を促進することを目的としており、

平成３０年度の実績は、事業実施状況欄に記載のとおり、ポイント手帳交付者

数、商品券交換者数及び交換実績も年々伸びてきているところです。事業の成

果としては、ポイント手帳交付者のうちの多くが健康増進・介護予防等への活

動へ参加しており、高齢者が社会活動へ参加する動機づけの一助となっている

と考えます。 

次に、７８ページをお願いします。ねたきり高齢者紙おむつ給付事業は、常

時紙おむつを必要とする６５歳以上の要介護高齢者の紙おむつ等の購入に係る

経費の助成を行うもので、事業実施状況欄に記載したとおり、１枚千円の利用

券を１人当たり年間最大４８枚交付するものです。平成３０年度の交付者数は

３４９人で、利用券使用枚数は１万１,２５０枚でした。現状と課題欄にある

とおり、それまで要支援者の方も対象者となっていたものを、国の実施基準に

準じて平成３０年度から要介護１以上の方に限定するとともに、対象外となる

方については、１年間の経過措置期間を設けて対応したところです。また、購

入対象商品に、排泄ケアに必要な使い捨ての手袋やガーゼ等を追加して、利便

性の向上を図ったところです。ただし、最後のほうに書きましたとおり、介護

事業交付金を活用しての本事業の実施については、今後も国の実施基準が厳し

くなることが予想され、介護保険特別会計の中での運営については、さらに対

象者の条件見直しが必要になると考えられるところです。 

次に、８１ページをお願いします。介護予防複合プログラム業務は、通称ひ

まわり教室と呼んでいる事業ですが、介護が必要となるおそれの高い高齢者を

対象に運動教室を開催しているもので、事業実施状況欄に記載したとおり、週

１回、計１６回を１クールとして、運動機能及び口腔機能の向上、栄養改善等

を図りながら、生活機能の低下防止を図るものです。会場は、農村環境改善セ

ンターを使用し、平成３０年度は６５人の方が参加されました。事業の成果と

しましては、教室開始時と終了時に体力測定を実施した結果、教室修了者全員

について筋力の維持・改善が見られ、参加者には運動機能に加え、口腔機能の

向上や食生活の改善に向けての知識修得と実践を通して、介護予防の意識向上

と自立した生活の維持が図られているところです。また、教室終了後は多くの

参加者が各地区のころばん体操に参加されており、運動の継続につながってい

るところです。 
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次に、８３ページをお願いいたします。地域介護予防活動支援事業は、ころ

ばん体操教室のことであります。地区の公民館等の身近な場所で、介護予防の

場として開催されているころばん体操教室は、事業実施状況欄に記載のとおり、

初回から５回までは健康運動指導士と市職員が開催を支援し、６回目以降は地

区の協力員が中心となって開催されています。平成２７年度から始まった教室

は、平成２９年度は３２地区、平成３０年度末は４０地区で開催され、参加登

録者数も着実に伸びてきているところです。なお、令和元年９月末現在では、

４７地区で１,０６２人の登録者数となっています。事業の成果としては、こ

ろばん体操は、音楽に合わせた簡単な体操ではありますが、継続することで高

齢者の体力維持と向上につながっており、何よりも参加者自体が、体操の効果

を実感しているところです。同時に住民主体の教室運営が行われることで、住

民の介護予防への意識が高まり、住民同士の交流、見守り活動や互助活動の輪

が広がってきているところです。さらに、実施地区と未実施地区では要介護認

定率にも差が出てきており、体操の継続の効果が数値としても表れてきている

ところです。今後は市内全域にころばん体操教室を普及させ、前述のひまわり

教室と連携して、介護予防運動のさらなる充実が図れればと考えているところ

です。 

次に、８５ページから９０ページにかけては、介護保険給付事業の実績を記

載してあります。事業勘定の詳細等については、このあと決算に関する説明書

等により御説明いたしますが、介護給付費の各費目においては、事業実施状況

欄に記載したとおり、平成３０年度は、上から２行目、地域密着型介護サービ

ス給付費が前年度より減少し、その下、施設介護サービス給付費が増加、また、

上から７行目、介護予防サービス給付費が減少しており、全体としては、８６

ページの合計額、２６億９,４００万円余りとなり、前年度より２千万円程度

増加したところです。これは、現状と課題欄の、２行目から記載してあります

が、介護施設の特定施設への指定やグループホームの閉鎖等に伴う施設介護サ

ービス費の増加、さらには高齢化による介護の重度化や介護認定者の増加、介

護職員の処遇改善措置による影響等により、総体的に費用が増加したと考えら

れるところです。 

以上で、主要事業の成果説明書に基づく説明を終わり、次に、決算に関する

説明書及び事項別明細書に基づき御説明いたします。 

それでは、事業勘定の歳出から御説明いたします。 

決算に関する説明書は２２ページ、事項別明細書は３１ページになります。 

第１款総務費１項１目一般管理費の支出済額４,４３４万３,３５３円は、１

節報酬は、介護保険専門指導嘱託員４人分の報酬が主なものであります。３項

１目認定調査等費の支出済額９７２万４,４３８円は、新規の介護認定や更新

を申請した方に係る調査費用であり、介護認定に必要な主治医意見書手数料や

郵便・電話料の役務費、更新等に係る申請についての訪問調査業務の委託料で

あります。 

事項別明細書は３２ページに入り、２目認定審査事務負担金の支出済額１,

９４３万６千円は、北薩広域行政事務組合への共通経費分及び認定審査会事務

事業に係る業務費分の負担金であり、業務費分の負担割合は均等割が１０％、

高齢者人口割が４０％、実績割が５０％で、実績割は平成２８年度の審査件数
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で算定し負担したものでございます。 

次に、第２款保険給付費の支出済額２６億９,４１１万４３０円は、前年度

比０.８％の増であります。第１項介護サービス等諸費は、要介護の認定を受

けた被保険者の方に対する居宅又は施設でのサービス給付費であります。１目

居宅介護サービス給付費の支出済額７億７８万９,９６３円は、要介護の認定

を受け、自宅でサービスを受けた際の給付費であり、前年度比２.５％の増で、

１万４,７２９件の利用であります。中でも手すり、特殊寝台、歩行器等を貸

与する福祉用具貸与の利用件数が多く、次に通所リハビリテーションや通所介

護、訪問介護等が利用されています。３目地域密着型介護サービス給付費の支

出済額６億４,５９０万１,４５３円は、小規模多機能型居宅介護や認知症対応

型共同生活介護、いわゆるグループホーム等で生活するサービスであり、前年

度比３.７％の減であります。 

説明書は２３ページ、事項別明細書は３３ページに入り、５目施設介護サー

ビス給付費の支出済額９億８,２７５万,２７０９円は、介護老人福祉施設、こ

れは桜ヶ丘荘や野田の郷ですが、それから介護老人保健施設、回生苑、真和苑、

グリーンフォレストみかさ等です。それから介護療養型医療施設、出水郡医師

会立第二病院等における施設サービスでございます。前年度比５.９％の増で

あります。７目居宅介護福祉用具購入費は、シャワーベンチやポータブルトイ

レ等の購入に対して給付を行ったもので９１件の実績であります。８目居宅介

護住宅改修費は、段差の解消や手すり等の取り付けなどの住宅改修に対し、１

人当たり２０万円の改修費を限度に給付を行ったもので、昨年度は９３件の実

績でありました。９目居宅介護サービス計画給付費の支出済額９,４４３万５,

１７９円は、介護サービスを受けるための基本となるケアプラン作成料で、６,

３４７件分でございます。 

説明書は２４ページ、事項別明細書は３４ページに入り、第２項介護予防サ

ービス等諸費は、要支援と認定された被保険者の方に対するサービス給付費で

あります。１目介護予防サービス給付費の支出済額３,０６１万８,５４４円は、

要支援と認定された方が居宅サービスを受けた際の給付費であり、昨年度は１,

９６１件の利用件数で、介護予防訪問介護、介護予防通所介護が多く利用され

ております。なお、要支援の方に対する介護予防訪問介護及び介護予防通所介

護は、平成２９年度から開始された総合事業の介護予防・生活支援サービス事

業に、完全移行された結果、その利用件数及び給付額は２９年度実績に比べ、

２分の１程度になっているところでございます。３目地域密着型介護予防サー

ビス給付費は、小規模多機能型居宅介護事業所に係る分が主なものであります。

５目介護予防福祉用具購入費は３８件の購入分、６目介護予防住宅改修費は４

３件分の実績でございます。 

説明書は２５ページ、事項別明細書は３５ページに入り、７目介護予防サー

ビス計画給付費は、介護予防ケアプランの作成に係る経費であり、１,４９４

件の実績となっております。３項１目審査支払手数料は、毎月各事業所から提

出される介護報酬請求書を国保連合会で審査する手数料であります。４項高額

介護サービス等費の支出済額６,５６４万８,３６２円は、世帯ごとに居宅サー

ビスや施設サービスでかかった利用料負担の１カ月の合計額が一般世帯で４万

４,４００円、市民税非課税世帯で２万４,６００円、老齢福祉年金や生活保護
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受給者で１万５千円を超えた場合に、超えた分に対し支給するもので、高額介

護サービス費と高額介護予防サービス費で６,２８２件の給付となりました。 

説明書は２６ページになります。５項高額医療合算介護サービス等費は、介

護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等の１年間の

合計額が高額になったとき、所得区分に応じた限度額を超えた分が払い戻され

るもので、平成３０年度は後期高齢者医療と国保制度との合算分で２８６件の

給付がございました。 

事項別明細書は３６ページになります。７項特定入所者介護サービス等費の

支出額１億３,８３７万７,５１０円は、住民税非課税世帯の方が介護施設に入

所された際の居住費・食費について、一定の限度額を超えた分について給付を

行うもので、昨年度は４,１２２件分について給付しております。 

説明書は２７ページになります。第５款地域支援事業費は、被保険者が要介

護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合にも、

可能な限り、地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援することを

目的として自治体が実施する事業であり、平成２９年度から新しい総合事業と

して事業メニューが設定され、また、これまで保険給付として実施されてきた

要支援者に対する予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が地

域支援事業に移行されたところです。１項介護予防・生活支援サービス事業費

の支出済額６,４６４万７,１０９円は、介護予防マネジメントに基づき訪問型

サービスや通所型サービスを提供するための費用であり、１目介護予防・生活

支援サービス事業費の支出済額５,０８０万６,５０４円は、従来のホームヘル

パーが居宅を訪問し入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事

を行う訪問介護やデイサービスなどの日帰りで施設に通い、食事や入浴などの

生活上の介護や機能訓練等を受ける通所介護のほか、掃除や洗濯、調理など日

常生活の援助を行う緩和した基準による訪問型サービス等を受けた場合に支払

われる費用であります。２目介護予防ケアマネジメント事業費の支出済額１,

３７３万２、０２９円は、地域包括支援センター専門指導嘱託員３人分の報酬

と、総合事業における介護予防ケアプラン作成に係る経費であり、１,１９５

件の実績となっております。 

事項別明細書は３７ページ、２項１目一般介護予防事業費の支出済額１,２

８５万５,７６１円は、ころばん体操教室の支援にあたる運動指導士等への謝

金や、生活機能の低下等がみられる高齢者を対象として、運動器の機能向上や

口腔機能向上、栄養改善の指導等を行う介護予防複合プログラム業務の委託料、

さらに、高齢者の健康づくりや社会参加を促し、健康維持や介護予防への取組

活動にポイントを付与する高齢者元気度アップ・ポイント事業に係る委託料が

主なものでございます。 

説明書は２８ページ、３項包括的支援事業・任意事業費の支出済額４,３０

６万４,５１２円は、地域包括支援センターの実施する事業や家族介護支援事

業に要する費用であります。 

事項別明細書は３８ページに入り、４目任意事業費の支出済額２,７９０万

５１５円は、高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業や、「食」の自立支援事業

委託料、高齢者の紙おむつ等支給事業の補助金が主なものであります。５目在

宅医療・介護連携推進事業費の支出済額４４４万４千円は、出水市及び長島町
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と共同で、公益社団法人出水郡医師会に事業委託を行っているもので、出水地

域在宅医療・介護連携推進協議会を設置し、在宅医療と介護サービスの一体的

な提供に向けて連携体制づくりに取り組んでいるものでございます。６目生活

支援体制整備事業は、阿久根市社会福祉協議会に業務委託して、生活支援コー

ディネーターを配置し、地域資源の把握や地域ニーズに応じた生活支援体制の

整備を進めるための事業を実施しているものであり、７目認知症総合支援事業

費は、地域包括支援センターの専門指導嘱託員の人件費が主なものであり、認

知症カフェの開催や認知症に関する相談・支援業務を行ったものであります。

なお、認知症予防及び支援に係る施策として、認知症予防講演会や認知症サポ

ーター養成講座を開催し、認知症について正しい理解、知識の普及啓発に取り

組んできたところです。 

説明書は２９ページ、事項別明細書は３９ページに入り、第６款基金積立金

１項１目介護保険基金積立金の支出済額３,７３２万６,９０１円は、基金利子

分と繰越金の残額分を積み立てたものであり、平成３０年度末の基金残高は、

前年度末より約２,１３２万円増の１億２,５０６万７,５４２円であります。

第８款諸支出金１項２目償還金の支出済額７,５１０万２,９５６円は、平成２

９年度に係る介護保険給付費等の精算に伴う、国、県への精算返納金でありま

す。３項１目他会計繰出金の支出額１,７１５万９,９８２円は、償還金と同様

に平成２９年度に係る一般会計への精算返納金であります。 

次に、歳入について御説明いたします。 

介護保険制度における各種介護サービス費用は、原則としてサービス利用者

の１割から３割の利用者負担分を除いた額の５０％が公費でまかなわれ、残り

の額を保険料として負担することとなっております。公費分の内訳としまして、

居宅給付費については国と調整交付金で２５％、県と市がそれぞれ１２.５％

を負担しています。施設等給付費は国と調整交付金で２０％、県が１７.５％

で、市が１２.５％でございます。 

それでは、決算に関する説明書は１９ページ、事項別明細書は２５ページに

なります。第１款保険料１項１目第１号被保険者保険料の収入済額５億４２１

万７,７２１円は、収入率９７.６％で、内訳として特別徴収分が１００％、普

通徴収分が８８.８％、滞納繰越分が７.８％で、全体の収入率は前年度比で０.

７ポイントの増となりました。 

次に、第３款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金の収入済額５

億１,０１４万３,７６７円は、給付費予算総額の居宅給付費が２０％、施設等

給付費が１５％の負担割合による額です。 

事項別明細書は２６ページになります。２項国庫補助金１目調整交付金の収

入済額２億９ ,３７９万８千円は、国の調整交付金割合は保険給付費の原則

５％分でありますが、阿久根市は後期高齢者の加入割合と低所得者の方が多い

こともあり、平成３０年度は１１.３６％の割合で交付されたところです。２

目及び３目の地域支援事業交付金の収入済額は、介護予防・日常生活支援総合

事業と包括的支援事業・任意事業のそれぞれの対象経費の２５％分と３８.

５％分であります。 

次に、第４款支払基金交付金の収入済額７億３,７７３万４,９３６円は、１

目介護給付費交付金は保険給付費の２７％分、２目地域支援事業支援交付金は
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地域支援事業費の対象経費の２７％分であります。 

説明書は２０ページ、事項別明細書は２７ページになります。第５款県支出

金１項１目介護給付費負担金の収入済額４億５０万１千円は、給付費予算総額

の居宅給付費が１２.５％、施設等給付費が１７.５％の負担割合による負担金

であります。３項１目及び２目の地域支援事業交付金の収入済額は、介護予

防・日常生活支援総合事業及び包括的支援事業・任意事業のそれぞれの対象経

費１２.５％分と１９.２５％分の県補助金であります。３目高齢者元気度アッ

プ・ポイント事業補助金は、元気度アップ・ポイント事業の商品券と事務費に

係る県の補助金でございます。第６款財産収入１項１目利子及び配当金は、介

護保険基金の基金運用に係る利子でございます。 

事項別明細書は２８ページに入り、第７款繰入金１項一般会計繰入金の収入

済額は４億３,９６６万６,０７８円であり、前年度比２.３％の減となりまし

た。１目介護給付費繰入金は、市が保険給付費の１２.５％分、２目地域支援

事業繰入金は介護予防・日常生活支援総合事業費の１２.５％分、３目地域支

援事業繰入金は、包括的支援事業・任意事業費の１９.２５％分をそれぞれ繰

り入れたものであり、４目その他一般会計繰入金は、備考欄に記載の職員給与

費等繰入金及び事務費繰入金であり、職員及び嘱託職員の人件費や一般管理に

係る事務経費、北薩広域行政事務組合負担金等の財源として繰り入れたもので

あります。５目低所得者保険料軽減繰入金は、介護保険料軽減措置の保険料減

額分を、国２分の１と、県と市がそれぞれ４分の１ずつ負担したもので、平成

２７年度からの措置であります。 

説明書は２１ページ、事項別明細書は２９ページになります。２項１目介護

保険基金繰入金の収入済額１,６００万円は、保険給付費の不足分として、必

要額を繰り入れたものであります。 

以上で事業勘定を終わり、次に介護サービス事業勘定について御説明いたし

ます。 

介護サービス事業勘定は、地域包括支援センターの業務に係る経費であり、

要支援１と２に介護認定された方のケアプラン作成に係る経費が主なものであ

ります。 

それでは、歳出から御説明いたします。 

決算に関する説明書は３１ページ、事項別明細書は４２ページです。 

第１款総務費１項１目一般管理費の支出済額１,１０９万６,４３４円は、地

域包括支援センターのケアマネージャー４人分の人件費が主なものであります。

第２款介護予防サービス事業費１項１目介護予防給付事業費の支出済額７６万

２,７９６円は、ケアプラン作成業務委託料と地域包括支援センター、電算シ

ステムの保守点検料及び改修負担金であります。 

次に、歳入について御説明申し上げます。決算に関する説明書は３０ページ、

事項別明細書は４１ページになります。第１款介護サービス収入１項１目介護

予防サービス計画費収入の収入済額６５４万４,２００円は、ケアプラン作成

に係る収入であり、新規３８件、継続１,４５３件分になります。 

以上で認定第５号についての説明を終わりますが、よろしくお願いいたしま

す。 

仮屋園一徳委員長 
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課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第５号について、審査を一時中止いたします。 

ここで暫時休憩に入ります。 

（介護長寿課退室） 

 

（休憩 １４：０６～１４：１８） 

 

（農政課入室） 

○認定第１号 平成３０年度阿久根市歳入歳出決算認定について（一般会計） 

仮屋園一徳委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

次に、認定第１号を議題とし、農政課所管の事項について審査に入ります。 

課長補佐の説明を求めます。 

中尾農政課長補佐 

それでは、農政課所管分について御説明いたします。 

平成３０年度については、農政課所管の事業において新規事業はありません

でした。平成３０年度実施の事業のうち、主要事業の成果説明書の中から、主

なものを御説明します。 

まず、主要事業の成果説明書の９２ページをお願いします。鳥獣被害対策実

践事業ですが、この事業は鳥獣被害防止対策のため、地域ぐるみで実施する被

害防止活動や侵入防止柵の整備等に対する取組に対して支援するものであり、

農作物への被害防止を目的とする事業になります。この事業実施により鳥獣捕

獲や侵入防止の対策を推進し、農作物への被害軽減を図ることができました。

今後の課題としましては、箱わな等の活用によるさらなる捕獲推進はもちろん、

侵入防止柵設置の普及による事前の被害対策が必要になってくると考えます。 

次に、成果説明書９３ページの「食のまち阿久根」ブランド力強化事業にな

りますが、「食のまち阿久根」のブランドイメージを市内外に情報発信すると

ともに交流人口の増加を図るため、平成３０年１０月８日、月曜日に華鶴和牛

をはじめとする豊富な農林水産物を出店し、「第３回華のＢＢＱ ＡＫＵＮＥ」

を開催しました。この事業の実施により２,８００名を超える市内外からのお

客様に御来場いただき、「食のまち阿久根」のブランドイメージの推進と交流

人口により市の活性化を図ることができたと考えます。また、第３回目を迎え

て数を追うごとに一定の集客が図れてきていることから、このイベントが徐々

に定着化してきていることを実感することができました。課題としましては、

集客のための周知方法や、お客様にこれまで以上に満足いただくための運営方

法などを検討していく必要があると考えます。 

次に、１０５ページの農業・農村活性化推進施設等整備事業（産地づくり対

策）になりますが、この事業は３戸以上の農業者で組織する団体等が、より効

率的かつ効果的に営農活動を実施するため、農業機械購入や施設整備等に係る

費用に対し、県が３分の１、市が６分の１、合計２分の１以内で補助する事業
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であり、平成３０年度は市内４団体が事業実施しております。この事業の実施

により、農業機械の共同購入による個々の農家の過剰投資を抑制できたととも

に、効率的で持続可能な地域農業の推進が図られたところです。今後は、ドロ

ーンやラジコン操作での無人農業機械、また、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用

などによるスマート農業の推進が図られる中で、機械等の整備に係る資金確保、

また、整備した機械の操作技術の向上など新たな課題が出てくるのではないか

と考えるところです。 

次に、１１６ページをお願いします。この県営農地整備事業（中山間地域型）

阿久根南部につきましては、鶴川内、赤瀬川、西目、山下及び脇本の一部の中

山間地域を対象とした区画整理、また、農道、農業用用排水路等の営農環境基

盤を総合的かつ一体的に整備し、地域農業の生産性の向上と環境改善を図るこ

とを目的とした事業であり、平成２８年度から令和５年度までの８年間の事業

となっております。この事業は、一部完成した地域もありますが、現在、実施

中であることから成果として現れてくるのは今後のこととなると考えます。長

いスパンでの事業であるため、地域によっては事業実施までに時間を要するた

め、県にも早期実施を常々お願いしているところであり、また、大規模災害や

オリンピックなどの動向により予算の確保等が厳しい場合もあり、事業計画が

予定どおりに進まない場合があることが課題と考えます。 

そのほか、各種事業等を実施したところではありますが、資料をお目通しい

ただければと思います。 

それでは次に、決算内容のうち、主なものを説明いたします。 

まず、歳出から御説明いたします。事項別明細書の４１ページ、決算に関す

る説明書の４３ページをお願いします。 

６款農林水産業費１項２目農業総務費２節給料から４節共済費までは、職員

１４名の人件費であります。８節報償費１４６万６,２８０円は、小組合長謝

金であります。平成３０年度は、９５小組合に対し支給したものであります。 

次に、３目農業振興費ですが、事項別明細書は４２ページになります。１節

報酬４４９万６００円は、農業専門指導員２人分の報酬が主なものであります。

１９節負担金補助及び交付金は、主に阿久根市の農業振興策に係るソフト事業

に要する経費で、国や県の補助事業のほか、市の単独事業等の取組に対し補助

金等を交付しているものであります。主な事業として、決算に関する説明書４

４ページの上から１１行目の鳥獣被害防止対策協議会９２６万６,８００円、

その下の農業・農村活性化推進施設等整備事業４８０万２千円、その５行下の

活動火山周辺地域防災営農対策事業６,７４１万６千円、その４行下の農地中

間管理事業推進に係る機構集積協力金交付金３２７万４,９００円、その６行

下の中山間地域等直接支払交付金７７１万４,０５９円、その下の壮年世代新

規就農者支援事業２５０万円、その下の農業次世代人材投資事業交付金１,４

２５万円など２６事業であります。 

次に、４目畜産業費ですが、決算に関する説明書は４５ページにかけてにな

ります。１９節負担金補助及び交付金のうち「食のまち阿久根」ブランド力強

化事業７０７万５千円につきましては、県の地域振興推進事業を活用し、昨年

１０月８日に開催された「第３回華のＢＢＱ ＡＫＵＮＥ」であり、前年度に

引き続き２,８００名を超えるお客様に御来場いただき、阿久根の豊富な食材
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などが市内外に情報発信され、交流人口の増加、市内産業の活性化が図られた

ところであります。今年度も１０月１３日の開催当日まで残りわずかになり、

当日の成功に向けて準備を進めて参ります。２１節貸付金３千万円につきまし

ては、肥育用の和牛、乳牛及び豚の素畜を導入された畜産農家の経営安定のた

め、市が資金を融資した金融機関に対し、元金を貸付けたものであります。 

次に、５目農地費になります。事項別明細書は４３ページにかけてになりま

すが、１３節委託料３７８万１,７５６円につきましては、農業基盤の整備を

目的とする平成１９年度から平成２８年度に実施された脇本地区の県営中山間

地域総合整備事業において、採択要件に合致せず未整備となった箇所について、

将来的な農業農村整備事業の導入を検討する基礎資料とするための地域整備構

想策定調査、また、折多排水機場維持管理業務など農業用施設の維持管理業務

を実施したものです。 

次に、決算に関する説明書は４５ページになりますが、１５節工事請負費の

支出済額９５万４００円は、平成３０年度市単独土地改良事業により農道牛之

浜２号線道路排水路改修工事を行ったものです。１９節負担金及び交付金のう

ち、負担金については、阿久根市の農業振興策のためのハード事業に要する経

費であります。ほとんどは県に事業実施していただき、市は負担金を支払って

いるものであります。 

支出済額が１００万円以上の事業につきまして説明させていただきます。 

決算に関する説明書は４６ページになりますが、県営ため池等整備事業２５

７万２,５００円は、大漉地区の古田ため池で、堤体からの漏水及び用排水路

の石積が一部崩壊しているため、水資源確保及び防災・減災を図ることを目的

に平成３０年度から令和２年度にかけての県営事業であり、それに対する負担

金であります。次に、農業競争力強化基盤整備事業（中山間型）南部地区１,

７８７万５千円は、平成２８年度事業採択を受け、県営での事業がスタートし

た平成３０年度分の負担金であります。次に、市単独土地改良事業５２５万３

千円は、地元発注の農道、用排水路、生活道路等の改修に対し市が補助するも

ので、６地区の農道舗装工事に対する補助金であります。次に、多面的機能支

払交付金１,６７３万６,８５６円は、農地や用排水路・農道などの農村環境資

源を将来にわたって地域が適切に守っていくために、地域共同による農地・農

業用用排水路等の基本的な保全管理活動を実施する地域に対して交付されるも

ので、第１期目対策の最終年度となる平成３０年度は、折多校区の自然を守る

会ほか２５活動組織が交付金を受けられたところであります。 

次に、７目ダム管理費は、高松ダムの洪水対策の調節や高松川流域に設置し

てあるダム関連施設等の維持管理及び保守点検等の管理業務費であります。１

１節需用費の支出済額１５９万９,０７５円につきましては、高松ダム管理事

務所のほか、流域の各警報局、水位局、雨量局等の電気料が主なものでありま

す。１３節委託料の支出済額１４２万５,８１６円につきましては、高松ダム

の無線設備保守点検業務委託１３５万円が主なものであります。 

次に、９目農林業振興センター費１,３４５万９,９２１円ですが、農業専門

指導員報酬と臨時職員の賃金が主なものになります。工事費請負費の支出済額

２９２万６,８００円につきましては、農林業振興センター１号ハウスの硬質

フィルムが経年劣化により機能が低下していたことから、その張替工事を行っ
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たものです。また、３年目を迎えた営農講座につきましては、男性５名、女性

８名の合計１３名が受講され、農業の基礎、機械の取り扱い、季節野菜の管理

など講義研修と実証を交えた指導を行いました。受講生の皆さんは、専門的な

技術の習得ができ熱心に受講していただき、講座で習得した技術を生かして自

宅の圃場で生産した野菜を物産館等に出荷する方までいらっしゃいました。 

次に、事項別明細書は４５ページにかけてになりますが、１０目農村環境改

善センター管理費、１１目西目地区集会施設管理費、１３目折多地区集会施設

管理費、それぞれの支出済額については、清掃作業等施設管理業務に係る委託

料が主なものになります。 

次に、事項別明細書、決算に関する説明書ともに６７ページをお開きくださ

い。１１款災害復旧費４項１目単独農業施設災害復旧費１５節工事請負費８８

１万９,５２０円は、施設災害１４カ所、農地災害１５カ所で計２９カ所を実

施しております。２目補助農業施設災害復旧費１５節工事請負費１,５３１万

４,７２０円は、平成２９年度からの繰越工事である波留地区の臼田頭首工施

設災害復旧工事及び施設災害２カ所、農地災害２カ所の計５カ所を実施しまし

た。 

以上で歳出を終わり、次に、歳入について御説明いたします。 

事項別明細書は４ページ、決算に関する説明書の９ページになります。１１

款分担金及び負担金１項１目農林水産業費分担金１節農業費分担金の収入済額

１８９万７,２７０円は、県営農地整備阿久根南部地区に係る地元負担金であ

ります。 

次に、事項別明細書は５ページ、決算に関する説明書の１０ページになりま

す。１２款使用料及び手数料１項４目農林水産業使用料１節農業使用料の収入

済額１４３万１６７円は、農村環境改善センター、西目地区集会施設、折多地

区集会施設の会議室及び冷暖房等の使用料であります。 

次に、事項別明細書は１１ページ、決算に関する説明書の１６ページになり

ます。１４款２項５目農林水産業費県補助金１節農業費補助金の収入済額１億

３,３０７万２,９２２円のうち、農政課所管に係る主なものは、決算に関する

説明書にあります中山間地域等直接支払制度事業費の５７８万５,５３７円、

農業・農村活性化推進施設等整備事業の３２０万２千円、活動火山周辺地域防

災営農対策事業の６,７４１万６千円、鳥獣被害対策実践事業費の９２１万６,

８００円、多面的機能支払交付金の１,２５５万２,６４２円、機構集積協力金

交付事業費の３２７万４,９００円、地域振興推進事業費の３４３万７千円、

農業次世代人材投資事業の１,４２５万円などで、合計１８件の事業費補助で

あります。 

次に、決算に関する説明書の１７ページになります。１０目災害復旧費県補

助金ですが、平成２９年度から繰越事業である波留地区の臼田頭首工施設災害

復旧工事及び施設災害２カ所、農地災害２カ所の計５カ所に対する補助金１,

４３９万２,６１９円であります。 

次に、事項別明細書は１２ページ、決算に関する説明書の１８ページになり

ますが、３項５目農林水産業費委託金１節農業費委託金の収入済額５０万２千

円のうち農政課所管に係るものは、海岸保全区域に指定された折口海岸及び飛

松海岸の管理に対する県からの委託金１８万２千円と、県市町村権限移譲交付
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金６万７千円を県から受けたものであります。 

次に、事項別明細書は１４ページ、決算に関する説明書は１９ページになり

ます。１５款財産収入２項３目生産物売払収入１節生産物売払収入の収入済額

のうち、農政課所管に係るものは、農林業振興センターの２２４万６,０５６

円で、農林業振興センターの花き類の苗、切り花及び園芸作物等の生産販売収

入であります。 

次に、事項別明細書は１６ページ、決算に関する説明書は２０ページになり

ます。１９款諸収入３項２目農林水産業費貸付金元利収入１節農業費貸付金元

利収入の収入済額３千万６千円は、素畜導入資金として、ＪＡ鹿児島いずみへ

貸し付けた元金の受入額３千万円と元金に対する０.０２％の貸付金利子６千

円の受入額であります。４項４目１節農業費受託事業収入の収入済額のうち２

９０万４千円は、農地中間管理事業事務委託費になります。 

次に、決算に関する説明書は２１ページになります。５項４目２０節雑入の

うち農政課所管分の主なものは、特定野菜等供給産地育成価格差補給事業に係

る返戻金２５万４,５８８円、決算に関する説明書の２３ページ、上から５行

目にあります売電収入１３万２２９円などが主なものであります。 

次に、事項別明細書は１７ページになります。２０款市債１項５目農林水産

業債１節農業債の収入済額１,３３０万円は、県営農地整備事業債の１,１００

万円、農村地域防災減災事業債２３０万円のそれぞれ財源充当分となります。 

次に、事項別明細書は１８ページ、決算に関する説明書は２４ページになり

ます。１０目災害復旧債５節農業施設災害復旧債の収入済額５００万円は、災

害復旧に係る単独農業施設災害復旧債の４５０万円、補助農業施設災害復旧債

５０万円の財源充当分となります。 

以上で、農政課所管についての説明を終わりますが、よろしくお願いいたし

ます。 

仮屋園一徳委員長 

課長補佐の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

濱門明典委員 

主要事業の成果説明書の中で、９２ページですね、鳥獣被害対策実践事業と

いうことであるんですが、これは３０年度のと思うんですが、まとめてこう書

いてあるんですけれども、緊急捕獲活動支援金としていろいろ書いてあるんで

すが、１頭につき、これは国の補助金だと思うんですが、１頭につき７千円と。

ジビエ用に９千円、幼獣は１千円ということで、総合したときが２６９頭とい

うことなんでしょうけれども。これは捕獲謝金として１頭につき７千円を、捕

獲者に支払ったということでよろしいんですか。 

中尾農政課長補佐 

はい。こちらの緊急捕獲活動支援事業にかかる費用というのは、捕獲者に対

する補助になります。 

濱門明典委員 

補助金ですね。 

中尾農政課長補佐 

はい。 
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濱門明典委員 

ジビエに利用ということで、これも１頭に９千円ということでいいんでしょ

うか。 

中尾農政課長補佐 

はい。こちらのジビエ利用につきましては、１頭当たり９千円となっており

ます。 

濱門明典委員 

これは、いかくら阿久根へ持ち込んだ場合ということでしょうか。 

中尾農政課長補佐 

こちらのほうは、いかくら阿久根のほうに持ち込んで活動されている分だけ

となります。 

濱門明典委員 

それと、幼獣１頭というのは１千円ということで、これは、ここの振り分け

がですね、まとめて書いてあるんでしょうけども、２６９頭ということですよ

ね。あとのは小さいタヌキだったりアナグマだったりということであるんです

が、この全体的な、これはいかくら阿久根へ持ち込まれた頭数なんですかね、

２６９頭というのは。 

中尾農政課長補佐 

こちら２６９頭につきましては、全部がいかくらのほうに持って行ったとい

うわけではございません。 

濱門明典委員 

そこの詳細について、捕獲した人に７千円なんだけど、この頭数をどういう

形で分けているのか、ちょっと知りたいんですね。振り分けがですね。総頭数

でこうして書いてあるもんですから、３０年度に２６９頭が捕獲されたという

ことなんですか。 

中尾農政課長補佐 

こちらにつきましては、平成３０年度、捕獲の期間というのが２月末までと

いうことで、捕獲されたものに対してを補助の対象としております。こちらの

ほうにはまとめて書いてあるということですので、あえて御説明させていただ

きますが、イノシシの成獣につきましては５４頭ですね。ジビエ活用に使われ

ている分というのが１９２頭、幼獣が２３頭となっております。また、シカに

つきましては、合計が５１９頭なんですが、成獣のほうが１１２頭、ジビエ活

用になっているものが４０３頭、幼獣が４頭となっております。 

濱門明典委員 

それが詳細ということでよろしいんですか。 

中尾農政課長補佐 

はい。今、言われたとおりでございます。 

濱門明典委員 

そういうことで、３０年度は皆さんに、個人に支払われているということで

すか。 

中尾農政課長補佐 
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こちらのほうの支払いにつきましては、個人のほうに振り込みをしておりま

す。 

濱門明典委員 

前はですね、この前は、阿久根鳥獣捕獲協会という一社で支払われていたの

が、まあいろいろ問題があって、個人に支払われるようになったということで

よろしいのでしょうか。 

中尾農政課長補佐 

こちらにつきましては、委員の言われるとおりになっております。 

山田勝委員 

ちょっと確認で今のに関連して言うんですが、成果説明書の９２ページです

よね、鳥獣被害対策実践事業実施内容の中の、私、よくわからないから聞きま

すが、イノシシの成獣を１頭捕獲して何らかの形で確認を得ますと、１頭に７

千円支給するということですか。 

中尾農政課長補佐 

こちらのほうにつきましては、捕獲されたイノシシ１頭につき７千円という

形になっております。 

山田勝委員 

それで次に、ジビエ利用９千円となっておりますが、これも１頭につきジビ

エに利用しましたという証明書があれば９千円、誰に払うんですか。 

中尾農政課長補佐 

こちらつきましてはですね、捕獲者に対してお支払いをしております。 

山田勝委員 

それでは、ジビエに利用した人については９千円、捕獲者に支払うというこ

とですね。それであればそれでいいですよ。 

〔「はい」と挙手する者あり〕 

私がまだ言っています。 

幼獣については１千円ということですが、次に、ニホンシカ７千円、これも

全く同じですね。それでジビエ利用についても全く同じ。それから、これには

頭数は書いていないんですが、すみませんが、先ほど言われたんでもういっぺ

ん、ニホンシカは何頭だったんですかね。 

中尾農政課長補佐 

すみません、シカの総数が明記してございませんでした。すみません。こち

らのほう、５１９頭です。 

〔山田勝委員「５１９頭ですね」と呼ぶ〕 

はい。詳細につきまして、また改めて説明します。成獣のほうがですね、１

１２頭、ジビエ活用になった頭数が４０３頭です。 

山田勝委員 

成獣が１１２頭ということですけれど、例えば、今、あなたが言われたジビ

エ活用については４０３頭と言われましたよね。これは成獣じゃない、なんで

すか。 

中尾農政課長補佐 
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こちらのジビエ活用になっているのは成獣です。幼獣ではございません。 

山田勝委員 

成獣、５１９頭のうちの４０３頭ね。それでジビエ利用にやりましたという

証明書があれば９千円をお支払いすると、そういうことでやってきたというこ

とですね。 

〔中尾農政課長補佐「はい」と呼ぶ〕 

了解です。 

竹之内和満委員 

同じく成果説明書のですね、９５ページと９６ページなんですけれども、農

業次世代人材投資事業と壮年世代新規就農者支援事業ということで、新たに農

業を始める方への補助金だと思うんですけれども。最初のほうの農業次世代人

材投資事業が国の補助で、壮年世代新規就農者支援事業が市独自のやつという

ふうに書いてありますが、この方々は市内に住んでいる人がしているのか、そ

れともよそから来た人がしているのか、おわかりでしょうか。 

中尾農政課長補佐 

こちらのですね、農業次世代人材投資事業につきましては、今現在、阿久根

のほうに住んでいらっしゃる方、壮年世代も一緒です。阿久根に在住の方にな

っております。年齢のほうが、農業次世代人材投資事業につきましては４５歳

までの青年の方が受けられると。４５歳から５５歳までの方に関しては壮年世

代ということで取り扱いをしております。 

竹之内和満委員 

今現在、この補助金を受け取っている方が、よその方なのか、市内にもとも

と住んでいる方なのか、そこはわかりますか。よそから来て阿久根に住んでい

る方なのか。 

中尾農政課長補佐 

この方々はですね、全員もともと阿久根の出身の方です。 

竹之内和満委員 

できればですね、都会の方がアイターンで阿久根に来て、そういう方たちに

もこういう補助事業がありますということで、ぜひピーアールしてもらいたい

と思います。そしてもう一つなんですが、この方々はどういう作物をつくって

らっしゃいますか。 

中尾農政課長補佐 

今、言われる対象となる方につきましては、施設園芸であったり、果樹です

ね、紅甘夏農家などをされております。あと、すみません、私、全員が阿久根

市内と言いましたけど、すみません、１名だけは県外から入っていらっしゃる

方もおります。そこにつきましては、壮年世代の対象になる方が、市外からの

就農者となっております。申しわけございませんでした。 

竹之内和満委員 

大体、果樹とかそういうのをつくってる方が多いということで。あと、米を

つくっている方とか、そういう方はいらっしゃらないんですか。 

中尾農政課長補佐 
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園芸でもですね、ブロッコリーや豆等ですね、つくっていらっしゃる方もお

ります。また、大体半々くらい、ちょっと人数というのがはっきりとは今現在

わかりませんけれども、私の覚えているところでは、半分半分。脇本のほうで

は果樹農家をされている方もいらっしゃれば、こちらのほうの南部のほうにな

れば施設野菜で、米も水稲であったり、あわせてトマト、ブロッコリー、豆等

つくっていらっしゃる方がいらっしゃるということにはなっております。 

竹之内和満委員 

わかりました。先ほども言いましたとおり、阿久根にもともと住んでいる方

に対しての補助も大切なのですが、都会から帰ってきた人を呼び込むような形

でしていただけたらというふうに思います。 

山田勝委員 

成果説明書の９９ページですね、活動火山周辺地域防災営農対策事業の中の

実施状況なんですけどね、２８年度から３０年度までこう書いてあるんですが、

私は市内にですね、こういう形で施設園芸、農場をもらってですね、ちゃんと

大型な施設園芸をしていらっしゃる方がいらっしゃるというのはなかなか認識

不足だったんですが、参考までに、平成３０年度については４戸の方が取り組

んでいらっしゃいます。その３戸と１戸なんですが、この１戸の方はですね、

約２反５畝のところに用水施設一式ハウスをやってらっしゃるんですが、総事

業費６,７００万という、すごいあれなんですが、どのような仕事をされてら

っしゃるんですか。 

中尾農政課長補佐 

こちらのですね、活動火山周辺地域でつくってるハウスの１戸というのが、

法人で農業をされてらっしゃる方がハウスをつくっております。 

山田勝委員 

だから、どのような作物をつくっていらっしゃるんですか。阿久根のやっぱ

い名物やっでね。 

中尾農政課長補佐 

すみませんでした。今、言われました質問に対しまして、こちらのほうは大

葉のほうをつくっております。 

山田勝委員 

参考までに、上に２９年度の３戸、３戸あるでしょう。これはどういうよう

な作物なんですか。 

中尾農政課長補佐 

すみません、２９年度の分については手持ちに資料がありませんので、３０

年度について御説明させていただきたいと思います。３０年度の３戸の農家に

つきましては園芸農家になっております。豆農家が２つと、果樹のほうの紅甘

夏と大将季のハウスになっております。 

山田勝委員 

大変いいことなんですよね。若い人が、私が近ごろちょっと耳にしたのが、

例えば、うちの親類の中にもですね、若い人が帰ってきて農業やろうと言って
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今やっているのもいるし、例えば、イチゴをつくりたいと若い人がやろう言っ

てしているし、そういう若い人が一生懸命やろうということについて、やっぱ

り積極的な協力をして、こういう補助を見つけてですね、してあげるようにし

ないと、隣の出水市と比較したり、長島町と比較したりすると、余りにもね、

差がありすぎる。その、まちの農業にしても、その他についてもですね。だか

ら、やっぱやりたいと思うという人にはね、積極的な協力をして、そして例え

ば、この６,７００万のうちの４,３００万も補助があるなんていうのはすごい

ことなんですよね。だから、例えば、牛舎をつくる人、豚舎をつくる人、野田

とか出水市に行ったらですね、もう比較にならないような事業をやっているわ

けですからね。やっぱりあなた方もそういう形で一緒に取り組んでやろうと、

やろうと思っている人にね、一生懸命支援をしてやらないと。やろうと思って

いる人にね、非協力でおったらやりたくなくなる、と思うのですが、これから

の農政を背負うあなた方に聞いてみたいんです。どう思いますか。 

中尾農政課長補佐 

委員から今、言われておりますけれども、我々もですね、意欲ある農家さん

に対しましては、こういう事業があるよということで御紹介さしていただきま

して、今後もですね、やはり高齢化が進む阿久根市の農業というのはですね、

なるべく歯どめでもかかるようにですね、農政課としてはなるべく協力体制を

図っていきたいと考えております。 

山田勝委員 

もうね、ぜひやってくださいよ。もう今ね、農家の子供たちがまず何に一番

なりたいかというと、公務員になりたいって言うのが多いですよ。それから、

みんなサラリーマンになりたい。そういう中で農業をしてくれるという人がい

なければね、もうどげんなっとよという心配があります。そういうことですの

でね、やっぱり受けとめて積極的な協力をしてほしいと思うんですが、よろし

くお願いします。 

仮屋園一徳委員長 

ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ、認定第１号中、農政課所管の事項について、審査を一時中止いた

します。 

 

（農政課退室、農業委員会入室） 

 

仮屋園一徳委員長 

次に、認定第１号中、農業委員会所管の事項について審査に入ります。 

管理係長の説明を求めます。 

早水管理係長 

それでは、農業委員会所管分について御説明いたします。 

平成３０年度におきましては、農業委員会所管の事業において新規事業はご
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ざいませんでしたが、主要事業の成果説明書の中から主なものを御説明いたし

ます。 

主要事業の成果説明書の１２４ページをお願いします。この農業委員会一般

事務において、農業生産力の増進及び農業経営の合理化に資することを目的に、

農業委員１２名及び農地利用最適化推進委員７名による農地利用の最適化活動

とその成果の実績に対し、交付金を交付する活動がございますが、この活動の

実施により４４.４ヘクタールの農地集積と１７.５ヘクタールの遊休農地の解

消を図ることができました。今後の課題としましては高齢化等による農家人口

の減少や大型の農業機械が普及する中で、立地条件や使い勝手等が悪い農地に

つきまして、現状や将来の活用見込み状況等を視野に入れ、非農地化を進める

必要性があると考えるところでございます。 

それでは、次に決算内容のうち、主なものを御説明いたします。 

まず、歳出から御説明いたします。事項別明細書の４１ページ、決算に関す

る説明書の４３ページをお願いいたします。６款農林水産業費１項１目農業委

員会費１節報酬１,４６９万１,８６６円は、農業委員１２名分と農地利用最適

化推進委員７名分の報酬になります。２節給料から４節共済費までは、事務局

職員４名分の人件費であります。１９節負担金補助及び交付金の１８万１,７

００円は、県農業会議拠出金の１５万３千円が主なものであります。 

次に、事項別明細書は４３ページから４４ページ、決算に関する説明書は４

６ページをお願いします。８目農業者年金事務費の３７万６,７３１円は、農

業者の老後の安定を図るため、加入促進活動や農業者年金裁定請求事務等の執

行に関するものであります。そのうち、８節報償費の６万２,７８２円は、農

業者年金加入促進のため、加入推進委員が個別訪問等を実施した際の活動謝金

であります。 

次に、事項別明細書は４５ページ、決算に関する説明書は４７ページになり

ます。１２目農地利用対策事業費の２４７万３,３１５円は、機構集積支援事

業に係る経費であり、１節報酬１７５万８００円は、農地利用最適化事務嘱託

員の１人分の報酬であります。 

次に、歳入について御説明いたします。 

事項別明細書は６ページ、決算に関する説明書は１２ページをお開きくださ

い。１２款使用料及び手数料２項４目農林水産業手数料１節農業手数料の収入

済額１５万２,１００円は、各種証明手数料や嘱託登記手数料であります。 

次に、事項別明細書は１１ページ、決算に関する説明書は１６ページをお開

きください。１４款県支出金２項５目農林水産業費県補助金１節農業費補助金

でございますが、農業委員会所管分は、決算に関する説明書１６ページの摘要

欄、一行目の農業委員会費１９９万６千円、その１２行下の機構集積支援事業

費２４７万１千円、その下の国有農地等管理処分事業交付金３万円、その６行

下の農地利用最適化交付金５５４万６６６円であります。この農業委員会費の

１９９万６千円と国有農地等管理処分事業交付金３万円、農地利用最適化交付

金５５４万６６６円を歳出の６款１項１目の農業委員会費に、同じく機構集積
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支援事業費２４７万１千円を歳出の６款１項１２目の農地利用対策事業費に、

それぞれ財源充当しているものであります。 

次に、事項別明細書は１２ページ、決算に関する説明書は１８ページになり

ます。１４款県支出金３項５目農林水産業費県委託金１節農業費委託金のうち、

農業委員会所管分の収入済額は２５万１千円ですが、平成２９年度からの農地

転用許可事務等に係る県からの権限移譲交付金であります。 

次に、事項別明細書は１６ページ、決算に関する説明書は２１ページになり

ます。１９款諸収入４項４目農林水産業費受託事業収入１節農業費受託事業収

入のうち、農業委員会所管分の収入済額６８万４,１００円は、農業者年金の

年金受給者数、被保険者数、新規加入者数などを基礎として算出しました金額

を、独立行政法人農業者年金基金から事務費として交付されております農業者

年金業務受託手数料であります。５項４目雑入２０節雑入のうち農業委員会所

管分は、決算に関する説明書の２１ページの雇用保険料のうち嘱託職員分５,

３０４円と、２２ページ上から１４行目、全国農業新聞普及推進助成金の２万

１千円であります。 

以上で、農業委員会所管についての説明を終わりますが、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

仮屋園一徳委員長 

係長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ、認定第１号中、農業委員会所管の事項について、審査を一時中止

いたします。 

 

（農業委員会退室） 

 

仮屋園一徳委員長 

ここで、皆さんにお諮りいたします。 

きょうの予定としてはここで終わりなのですが。 

よろしいですか。 

〔発言する者あり〕 

それでは、本日の審査はこの程度にとどめ、あすに延会したいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認め、延会することに決しました。 

本日はこれにて延会いたします。あすは午前１０時から再開いたします。 

 

（散 会  １５時０９分） 

 

決算特別委員会委員長   仮屋園 一 徳  


